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わ
れ
る
。

（
六
八
一
）

一
個
の
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
が
観
察
者
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
観
察
す
る
位
置
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
現
象
は
、
定
期
傭
船
契
約

(
T
i
m
e
-
C
h
a
r
t
e
r
・
ク
イ
ム
チ
ャ
ー
ク
ー
）

の
法
的
性
質
を
判
断
す
る
際
に
も
、

み
ら
れ
る
。

(

1

)

 

英
国
海
運
実
務
に
そ
の
起
源
を
も
つ
定
期
傭
船
契
約
は
、
英
米
で
は
1

疑
い
も
な
く
ー
ー
＇
運
送
契
約
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

(
2
)
 

た
と
え
ば
、
（
西
）
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
と
船
員
の
労
務
供
給
契
約
の
混
合
契
約
と
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
。
そ
し

(
3
)

（

4
)
 

て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
海
運
実
務
界
は
運
送
契
約
と
解
し
、
判
例
は
混
合
契
約
説
を
採
用
し
、
学
説
に
至
っ
て
は
林
立
し
て
い
る
有

(

5

)

(

6

)

 

様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
わ
が
国
の
海
軍
界
に
も
た
ら
す
混
乱
と
不
安
は
計
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
フ
ル
ム
ー
ソ
号
事
件
を

そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
比
較
的
早
く
か
ら
定
期
傭
船
契
約

(
n
o
l
e
g
g
i
o
a
 t
e
m
p
o
)
に
つ
い
て
航
行
法
に
規
定
を
置
き
そ
れ
に
つ

い
て
の
議
論
が
成
熟
し
つ
つ
あ
る
イ
ク
リ
ア
法
に
視
座
を
求
め
て
、
定
期
傭
船
契
約
を
観
察
し
直
し
て
み
る
の
も
有
益
で
あ
ろ
う
、

と
思

し
か
し
、
イ
ク
リ
ア
航
行
法
に
い
う
定
期
傭
船
契
約
が
海
運
実
務
界
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
定
期
傭
船
契
約
と
同
一
性
質
の
も
の
で
は

(
7
)
 

な
い
、
と
す
る
注
目
す
べ
き
議
論
が
近
年
イ
ク
リ
ア
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
航
行
法
に
い
う
定
期
傭

船
契
約
が
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
概
略
を
知
っ
た
う
え
で
、
イ
タ
リ
ア
で
使
用
さ
れ
て
い
る
定
期
傭
船
契
約
書
式
（
略
称
、

Ital
t
e
m
p
o
)
 

を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
、

思
い
出
せ
ば
よ
い
）
。

序

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
航
行
法
に
い
う
定
期
傭
船
契
約
と
世
に
い
う
そ
れ
が
同
一

性
質
の
も
の
か
、
さ
ら
に
は
、
後
者
の
法
的
性
質
は
い
か
な
る
も
の
か
自
ず
か
ら
議
論
が
煮
つ
ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て

イ
ク
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

言

二
三
九



ニ
ー

(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)

 

(

4

)

 

(

5

)

 

(

6

)

 

(

7

)

 

(

8

)

 

船
舶
賃
貸
借
契
約
と
運
送
契
約
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、 (

2

)

 

船
舶
賃
貸
借
契
約

(
L
o
c
a
z
i
o
n
e
•

第
一
節
第
三
七

は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
前
半
の
作
業
の
み
を
な
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
興
味
深
い

I
t
a
l
t
e
m
p
o
の
分
析
は
、
別
稿
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら

(
8
)
 

な
し

窪
田
宏
「
定
期
傭
船
契
約
法
序
説
」
昭
和
四
三
年
・
一
七
一
頁
。

H
a
n
s
 Wiistendorfer; Neuzeitliches Seechandelsrecht, 2
.
 
Aufl., 
T
i
i
b
i
n
g
e
n
 1
9
5
0
,
 
S. 
1
1
8
.
 

萩
原
正
彦
「
定
期
傭
船
」
昭
和
五
九
年
・
一
頁
。

大
判
昭
和
三
年
六
月
二
八
日
・
民
集
七
巻
八
号
五
一
九
頁
。

谷
川
久
「
定
期
傭
船
契
約
の
法
的
構
成
⇔
」
法
学
協
会
雑
誌
七
二
巻
六
号
六

0
七
頁
以
下
に
、
わ
が
国
の
学
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

東
京
地
判
昭
和
四
九
年
六
月
一
七
日
・
判
例
時
報
七
四
八
号
七
七
頁
。

L
e
o
p
o
l
d
o
 Tullio ;
 
I
 
contratti 
di 
charter party, 
P
a
d
o
v
a
 1
9
8
1
,
 
pag. 1
9
5
 
e
 seg. 

関
大
法
学
論
集
三
六
巻
六
号
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
作
業
の
結
果
を
報
告
し
う
る
予
定
で
あ
る
。

航
行
法
上
の
傭
船
契
約

航
行
法
の
基
本
的
発
想

(
1
)
 

イ
ク
リ
ア
航
行
法
は
、
第
一
部
第
三
編
第
一
章
（
船
舶
利
用
契
約
）
に
お
い
て
、

(
3
)
 

六
2

三
八
三
条
）
、
傭
船
契
約
(
N
o
l
e
g
g
i
o
•

第
二
節
第
三
八
四
2
-―
―
九
五
条
）
そ
し
て
運
送
契
約(
T
r
s
a
p
o
r
t
o
•

第
三
節
一
二
九
六
？
四

六
に
知
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
（
琴
。

航
行
法
の
立
法
者
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
、
傭
船
契
約
、
運
送
契
約
が
異
な
っ
た
性
質
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
、

と
考
え
る
な
ら
ば
（
少
な
く
と
も
、

と
考
え
ら
れ
る
）
、
そ
れ
ら
を
同

一
章
の
も
と
に
規
定
し
た
唯
一
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
の
契
約
の
当
事
者
の
一
方
の
給
付
が
船
舶
を
介
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

ニ
四

0

（
六
八
二
）



イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

航
行
法
が
施
行
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
、

(
6
)
 

る
。
そ
の
よ
う
な
立
法
の
当
否
に
つ
い
て
、

(
8
)
 

し
た
の
か
を
若
干
ふ
り
返
っ
て
お
こ
う
。

ニ
四

（六八一―-）

(
7
)
 

し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
言
及
す
る
の
を
避
け
る
と
し
て
、
何
故
に
、
航
行
法
の
立
法
者
が
そ
う

(

1

)

航
空
機
利
用
契
約
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
第
一
二
編
第
一
章
に
規
定
あ
り
。

(

2

)

 

L
o
c
a
z
i
o
n
e
の
訳
語
と
し
て
は
、
賃
貸
借
が
正
し
い
が
、
本
稿
は
、
航
空
機
利
用
契
約
に
つ
い
て
は
関
心
を
有
し
な
い
の
で
、
船
舶
賃
貸
借
の

訳
語
を
与
え
て
お
い
た
（
航
空
機
賃
貸
借
の
規
定
は
、
第
一
一
部
第
三
編
第
一
章
第
一
節
に
あ
り
）
。

(
3
)

注
(

2

)

で
み
た
の
と
同
様
の
理
由
で
、

n
o
l
e
g
g
i0

に
は
、
傭
船
の
訳
語
を
与
え
て
お
い
た
（
航
空
機
傭
機
は
、
第
二
部
第
三
編
第
一
章
第
一
節

に
規
定
あ
り
）
。

(

4

)

第
一
部
第
三
編
第
一
章
第
三
節
は
、
五
款
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
款
・
旅
客
運
送
、
第
二
款
・
物
品
運
送
総
則
、
第
三
款
・
全
部
ま
た
は
一

部
物
品
運
送
、
第
四
款
・
箇
品
運
送
、
第
五
款
・
受
取
荷
証
券
お
よ
び
船
荷
証
券
。

(

5

)

第
一
部
第
三
編
第
一
章
に
は
、
第
四
節
も
あ
る
が
、
第
四
六
八
条
の
内
水
船
利
用
契
約
へ
の
準
用
規
定
の
み
で
あ
る
。

(

6

)

 

A
n
t
o
n
i
o
 L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 G
a
b
r
i
e
l
e
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
;
 
M
a
n
u
a
l
e
 di 
diritto 
della navigazione, 6
 ed., 
M
i
l
a
n
o
 1
9
8
5
,
 
pag., 

4
7
2
.
 契
約
当
事
者
の
一
方
の
給
付
が
船
舶
を
介
し
て
行
わ
れ
る
、
と
い
う
理
由
で
な
ら
、
た
と
え
ば
、
曳
船
契
約
（
第
一
部
第
一
編
第
三
章
第
三

節
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）
も
船
舶
利
用
契
約
の
章
に
置
い
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

(cf.
A
d
r
i
a
n
o
 
Fiorentino ;
 Contratti 

navali, 2
 ed., 
N
a
p
o
l
i
 1
9
5
9
,
 
pag. 1
 
e
 seg.)
。

(
7
)
 
A
l
e
s
s
a
n
d
r
o
 
G
r
a
z
i
a
n
i
;
 
L
o
c
a
z
i
o
n
e
 
di 
n
a
v
e
 e
 noleggio, 
Rivista 
trimestrale 
di 
diritto 
e
 p
r
o
c
e
d
u
r
a
 civiele, 
1
9
5
0
,
 
pag. 

1
5
5
 
e
 seg. 
(ripubblicato 
in S
t
u
d
i
 
di 
diritto 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 e
 marittimo, 
N
a
p
o
l
i
 1
9
6
3
,
 
pag. 4
9
4
 
e
 seg.)
ぶ
“
古
i

吐
i

に
叫
心
ナ
フ
ス
)

批
判
を
し
て
い
る
。

(

8

)

以
下
の
論
述
は
、
主
と
し
て
、

L
e
f
e
b
v
r
e
D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
 ;
 
0
 p. 
cit., 
pag. 
4
7
3
-
4
7
7

に
依
拠
す
る
。
な
お
、
窪
田
・
前
掲
一

一
三
頁
以
下
も
参
照
の
こ
と
。

一
八
八
二
年
商
法
典
の
施
行
さ
れ
て
い
た
当
時
の
こ
と
で
あ
る
。
同
法
第
二
編
第
四
章
は
、

全
く
異
な
っ
た
性
質
の
契
約
を
同
一
の
条
文
の
も
と
で
規
定
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
第
五
四
七
条
（
傭
船
に
関
す
る
規
定
）
に
お



傭
船
契
約
を
物
の
賃
貸
借
（
船
舶
賃
貸
借
契
約
）
と
観
念
し
、
他
方
、

(
1
)
 

い
わ
ゆ
る
定
期
傭
船
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
明
白
な
対
立
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

G
r
a
z
i
a
n
i
な
ど
は
、
定
期

(
2
)
 

B
r
u
n
e
t
t
i
な
ど
は
、

(

1

)

 

G
r
a
z
i
a
n
i
 ;
 Il 
T
i
m
e
 charter 
(
p
u
b
b
u
l
i
c
a
t
o
 
in 
N
a
p
o
l
i
 1
9
2
3
)
 
S
t
u
d
i
 
cit., 
pag. 4
0
5
.
 

た
だ
し
、
彼
は
、
の
ち
に
考
え
を
一
部
修
正

す
る
。

つ
ぎ
に
、

(

1

)

 

い
て
、
船
舶
賃
貸
関
係
（
同
一
＿
一
号
）
お
よ
び
運
送
形
態
（
同
四
号
）
に
言
及
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
箇
品
運
送
契
約
を
傭
船
契
約
と
観

念
し
た
規
定

や
旅
客
運
送
の
た
め
の
傭
船
契
約

(
c
o
n
t
r
a
t
t
o
di 
n
e
l
e
g
g
i
o
 
p
e
r
 

il 
t
r
a
s
p
o
r
t
o
 
di 
p
a
s
s
e
g
g
e
r
i
)
 

と
い
っ
た
用
語
を
用
い
た
規
定
（
第
五
八
三
条
）
が
あ
っ
た
。

一
八
八
二
年
商
法
典
の
も
と
、
多
く
の
問
題
と
対
峙
し
な
が
ら
、
異
な
っ
た
性
質
の
契
約
を
体
系
化
す
る
作

業
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
多
数
説
は
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
（
物
の
賃
貸
借
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
）
を
傭
船
契
約
（
主
と
し
て
、
作
業
の
賃
貸
借

と
考
え
ら
れ
て
い
た
）
か
ら
分
離
し
た
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
貸
主
（
多
く
の
場
合
、
船
舶
所
有
者
）
が
船
舶

の
利
用
を
借
主
に
委
譲
し
て
し
ま
う
の
で
、
借
主
が
そ
の
船
舶
の
運
航
者
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
、
他
方
、
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
運

航
者
は
、
船
舶
提
供
者
（
多
く
の
場
合
、
船
舶
所
有
者
）
で
あ
っ
て
傭
船
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
船
員
付
き
の
船
舶
賃
貸

借
契
約
が
、
単
純
な
船
舶
賃
貸
借
契
約
（
い
わ
ゆ
る
裸
傭
船
）
か
ら
分
離
さ
れ
た
。
船
員
付
き
の
船
舶
賃
貸
借
契
約
は
、
物
の
賃
貸
借
に

船
員
の
乗
組
契
約

(contratti
di 
a
r
r
u
o
r
a
m
e
n
t
o
 
d
e
l
 
c
o
m
a
n
d
a
n
t
e
 e
 d
e
l
l
'
e
q
u
i
p
a
g
g
i
o
)
 

(
1
)
 

て
い
た
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
目
立
っ
た
議
論
の
対
立
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
当
時
学
会
に
君
臨
し
た

Scialoja,
Brunetti
な
ど
が
こ
の
立
場
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
学
説
は
、

（
第
五
六
五
条
）

関
法
第
一
＿
一
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

ニ
四
二

の
移
転
を
伴
う
も
の
、

作
業
の
賃
貸
借
（
傭
船
契
約
）
と
考
え
た
。

（
六
八
四
）

と
考
え
ら
れ
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そ
し
て
、
運
送
契
約
と
傭
船
契
約
の
異
同
に
関
す
る
論
争
も
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
争
の
両
極
に
属
す
る
二
つ
の
学
説
の
み

を
紹
介
し
よ
う
。

一
方
は
、
運
送
契
約
と
傭
船
契
約
を
統
一
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
、
両
者
を
別
個
の
契
約
と
考
え
た
。
前
者
に
属
す
る
最
も
権
威

あ
る
学
説
に
よ
る
と
、
傭
船
契
約
は
運
送
契
約
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
傭
船
契
約
は
、
運
送

契
約
に
関
す
る
一
般
規
定
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
ほ
か
、
船
舶
の
経
済
的
重
要
性
と
技
術
的
特
性
に
よ
り
特
色
づ
け
ら
れ
る
特
別
規
定
に
よ

(
1
)
 

っ
て
補
完
さ
れ
る
水
上
運
送
契
約
に
な
る
。
逆
に
、
最
も
、
広
く
、
支
持
を
う
け
た
学
説
は
、

t
r
a
g

の
概
念
よ
り
出
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
傭
船
契
約
を
作
業
の
賃
貸
借
に
属
す
る
も
の
、

し
て
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
傭
船
者
が
追
及
す
る
結
果
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
ー
さ
ら
に
い
え
ば
、
あ
る
特
定
の
航
海
技

就
の
た
め
の
船
舶
（
ス
ペ
ー
ス
）
の
特
定
ー
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
船
舶
提
供
者
の
な
す
給
付
は
、
あ
る
特
定
の
航
海
成
就
の
た
め

堪
航
能
力
を
保
有
す
る
状
態
で
合
意
さ
れ
た
ス
ペ
ー
ス
を
使
用
に
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
傭
船
契
約
が
物
ま
た
は
人
の
移
転
を

(
2
)
 

目
的
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
船
舶
提
供
者
は
、
物
の
保
管
・
返
還
義
務
ま
た
は
人
の
場
所
的
移
転
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

1

)
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(

2

)

 

Brunetti; 0
 p. 
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)
 

最
も
権
威
あ
る
判
例
は
後
者
の
立
場
に
し
た
が
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
論
争
を
よ
そ
目
に
、
き
わ
め
て
体
系
化
さ
れ
た
学
説
が
登

場
し
て
き
た
。

D
o
m
i
n
e
d
o

の
主
張
で
あ
る
。
個
々
の
船
舶
利
用
契
約
を
分
別
す
る
（
も
ち
ろ
ん
、
傭
船
契
約
の
姿
を
鮮
明
に
す
る
）
た

(

2

)

 

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

と
す
る
が
、
そ
れ
を
運
送
契
約
か
ら
切
り
離

ニ四一――



航
行
法
立
法
理
由
書
二
二
三
番
に
よ
る
と
、
船
舶
利
用
に
関
す
る
諸
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ウ
ザ

(
c
a
u
s
a
)

に
基
づ
き
、
分
別
し
て
、

(

1

)

 

(

2

)

 

D
o
m
i
n
o
e
d
o

の
考
え
に
対
し
て
、

そ
、
考
え
ら
れ
な
い
、

す
な
わ
ち
、
単
に
、
航
行
|
ー
あ
る
地
点
か
ら
他
の
地
点
へ
の
船
舶
の
移
転
ー
を
目
的
と
す
る
だ
け
の
航
行
企
業
な
る
も
の
は
、

(
1
)
 

と
批
判
が
な
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、

D
o
m
i
n
e
d
o

は、

的
に
は
、
航
行
企
業
を
運
送
企
業
、
漁
業
企
業
あ
る
い
は
救
助
企
業
な
ど
か
ら
、
分
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

な
ど
が
運
航
者
と
は
別
個
の
人
物
の
名
と
危
険
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
（
運
航
者
は
船
舶
の
航
行
し
か
し
な
い
）
場
合
に
は
、
航
行
企
業

(
2
)
 

と
反
論
し
て
い
る
。

を
運
送
企
業
な
ど
か
ら
分
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、

(

1

)

 

考
え
ら
れ
る
（
物
の
賃
貸
借
）
。

艤
装
さ
れ
た
船
舶
の
利
用
の
船
舶
所
有
者
か
ら
借
主
へ
の
委
譲
（
貸
主
か
ら
借
主
へ
の

船
員
の
乗
組
契
約
の
譲
渡
に
よ
り
特
色
づ
け
ら
れ
る
物
の
賃
貸
借
）
。
第
三
段
階
は
、

要
せ
ず
、
航
行
す
る
義
務

(
o
b
b
l
i
g
z
i
o
n
e
di 
n
a
v
i
g
a
r
e
)

が
目
的
と
さ
れ
る
。
第
四
段
階
が
運
送
契
約
で
あ
り
、
人
ま
た
は
物
を
目
的

(
1
)
 

地
へ
移
送
す
る
義
務
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

F
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と
り
わ
け
、
航
行
実
行
に
関
す
る
独
特
の
考
察
の
も
つ
技
巧
性
に
対
し
、
鋭
い
批
判
が
な
さ
れ
た
。

た
と
え
経
済
的
に
は
航
行
が
そ
れ
自
体
・
目
的
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
に
し
て
も
、
論
理
的
・
実
務
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r
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第
二
段
階
は
、

め
、
個
々
の
取
引
に
対
す
る
卓
抜
し
た
考
察
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
所
有
権
、
艤
装
、
航
海
の
実
行
お
よ
び
運
送
の
引

受
の
四
つ
の
局
面
を
前
提
と
し
て
い
る
。
船
舶
所
有
者
か
ら
借
主
へ
の
艤
装
さ
れ
な
い
ま
ま
の
船
舶
の
利
用
の
委
譲
が
第
一
段
階
と
し
て

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

傭
船
契
約
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
の
占
有
の
移
転
を

ニ
四
四

お
よ

さ
ら
に
、
運
送
企
業

（
六
八
六
）



「
傭
船
と
は
、
運
航
者
が
、
合
意
さ
れ
た
傭
船
料
の
対
価
を
得
て
、

ニ
四
五

（
六
八
七
）

一
艘
の
特
定
の
船
舶
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
一
個
あ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
航
行
法
第
三
八
四
条
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
傭
船
契
約
を
概
念
づ
け
て
い
る
。

別
個
の
ク
イ
プ
の
も
の
と
し
て
規
定
し
た
、

そ
れ
が
正
し
い
認
識
に
基
づ
く
か
否
か
は
、

の
一
二
つ
の
下
位
類
型
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
は
、
貸
主
か
ら
借

主
へ
の
船
舶
の
移
転
に
よ
り
特
色
づ
け
ら
れ
る
（
借
主
が
運
航
者
に
な
る
）
。

個
あ
る
い
は
数
個
の
航
海
（
航
海
傭
船
契
約
）
に
つ
い
て
、
船
舶
の
航
行
の
給
付
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
運
送
契
約
は
、
運
送
人

(
1
)
 

が
負
担
す
る
人
ま
た
は
物
の
場
所
的
移
転
義
務
に
よ
り
特
色
づ
け
ら
れ
る
。

L
e
f
e
b
v
r
e
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O
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二
？
｀
二

先
に
も
の
べ
た
と
お
り
、
航
行
法
は
、
第
一
二
八
四
条
か
ら
第
三
九
五
条
に
お
い
て
、
傭
船
契
約
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の

(

1

)

 

規
定
の
大
部
分
は
定
期
傭
船
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

1

)

航
行
法
第
三
八
四
条
か
ら
第
三
九
五
条
の
総
て
が
定
期
傭
船
契
約
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
、

よ
う
に
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

ニ
2
二
2
-

傭
船
契
約
の
概
念

傭
船
契
約
と
い
う
こ
と
ば
は
、
実
務
界
で
は
、
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
（
船
舶
賃
貸
借
契
約
ま
で
含
め
て
）
そ
れ
自
体

の
概
念
設
定
を
お
こ
た
る
と
、
議
論
が
明
確
性
を
欠
く
。
航
行
法
の
い
う
傭
船
契
約
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
か
め

イ
ク
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

と
す
る
意
見
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
文
の

傭
船
契
約
に
関
す
る
航
行
法
規
定
の
概
略

傭
船
契
約
は
、

一
定
期
間
（
定
期
傭
船
契
約
）
ま
た
は

と
い
う
が
、

D
o
m
i
n
e
d
o

の
立
場
に
よ
っ
た
立
法
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
。

ま
だ
し
ば
ら
く
ふ
れ
ず
に
お
く
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
航
行
法
に
い
う
船
舶
利
用
契
約



(

1

)

 

航
海
傭
船
契
約

(
n
o
l
e
g
g
i
o
a
 v
i
a
g
g
i
o
)
 

傭
船
者
に
対
し
、

求
め
る
必
要
が
な
い
）
。

る
い
は
数
個
の
航
海
を
な
し
、

ま
た
は
、
合
意
さ
れ
た
期
間
内
、
契
約
あ
る
い
は
慣
習
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
条
件
に
し
た
が
い
傭
船
者

運
航
者
の
資
格
は
、
船
舶
提
供
者
に
帰
属
し
て
い
る
。
船
舶
の
所
持
は
、
航
海
成
就
の
た
め
に
、

れ
は
、
た
と
え
、
個
々
の
航
海
が
傭
船
者
の
計
算
で
な
さ
れ
る
に
し
て
も
、
変
わ
り
は
な
い
。
船
舶
提
供
者
の
な
す
べ
き
給
付
の
目
的
は
、

あ
る
特
定
の
船
舶
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
船
舶
の
有
す
る
技
術
上
・
航
海
上
の
利
用
可
能
性
お
よ
び
航
海
（
契
約
ま
た
は
慣
習

に
よ
り
定
め
ら
れ
る
範
囲
で
傭
船
者
が
指
定
す
る
）
成
就
の
た
め
の
乗
組
員
の
活
動
の
総
て
を
傭
船
者
の
使
用
に
供
す
る
こ
と
に
お
い
て

(
1
)
 

具
象
化
す
る
。

航
行
法
第
三
八
四
条
に
い
う
傭
船
契
約
を
法
的
に
み
る
と
、
契
約
の
な
か
に
運
送
の
要
素
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
あ
る
い
は
、

傭
船
者
は
、

船
舶
を
運
送
契
約
以
外
の
目
的
に
（
漁
業
、
救
助
な
ど
）
に
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ

航
海
す
る
義
務

(
o
b
b
i
g
a
z
i
o
n
e
di 
n
a
v
i
g
a
r
e
)
 

D
o
m
e
n
i
c
o
 P
a
p
a
g
n
o
;
 II 
noleggio di 
n
a
v
e
 (Time-Charter), 
G
e
n
o
v
a
 1
9
7
6
,
 
pag. 
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に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
航
海
を
成
就
す
る
義
務
を
負
う
契
約
を
い
う
。
」

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
・
五
号

ニ
四
六

の
み
を
負
う
。

の
船
舶
を
利
用
し
て
、
第
三
者
（
荷
送
人
ま
た
は
旅
客
）
と
運
送
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
（
そ
の
法
的
効
果
は
、

(
2
)
 

傭
船
者
に
帰
属
す
る
）
。
船
舶
提
供
者
は
、

そ
し
て
、
航
行
法
第
三
八
四
条
（
お
よ
び
そ
の
他
の
規
定
）
に
よ
る
と
、
傭
船
契
約
は
、
定
期
傭
船
契
約

(
n
o
l
e
g
g
i
o
a
 t
e
m
p
o
)
と

の
二
つ
の
下
位
類
型
に
分
別
さ
れ
る
。
前
者
は
、
傭
船
期
間
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
、
特

定
期
間
内
、
船
舶
が
な
す
べ
き
航
海
を
指
定
す
る
権
限
を
傭
船
者
に
与
え
る
場
合
で
あ
る
。
後
者
は
、
な
す
べ
き
航
海
の
事
前
決
定
に
よ

り
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
航
行
法
に
よ
る
と
、
双
方
の
場
合
と
も
、
船
舶
提
供
者
は
、
航
海
成
就
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る

(
3
)
 

作
業
の
賃
貸
借
•
l
o
c
a
z
i
o
n
e
 d
'
0
 pe
r
a

の
ク
イ
プ
に
属
す
る
）
。

つ
ね
に
、
船
舶
提
供
者
に
あ
る
。
そ

（
六
八
八
）



(
1
)
 

傭
船
契
約
は
、
他
の
船
舶
利
用
契
約
と
同
様
、
書
面
に
よ
る
証
明
が
、

(

2

)

 

L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 
4
9
0
.
 
紬
ば
秤
に
航
海
す
る
だ
け
の
活
動
と
い
う
も
の
が
存
在
し
う
る
の
か
、

批
判
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

(

3

)

 

L
e
f
e
b
v
r
e
 D
 ̀

 
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
 ;
 
0
 p. 
cit., 
pag. 4
9
3
.
 

――2
-
―2
ニ

以
下
の
五
つ
の
事
項
の
記
載
を
要
す
る
。
①
船
舶
表
示
の
要
素
、
国
籍
、

④
傭
船
料
⑤
契
約
期
間
ま
た
は
な
す
べ
き
航
海
の
指
示
。
こ
れ
ら
の
記
載
事
項
の
総
て
が
絶
対
的
記
載
事
項
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
書

(
2
)
 

面
は
、
契
約
の
本
質
的
要
素
を
表
示
し
て
い
れ
ば
足
り
る
。
船
長
の
氏
名
お
よ
び
船
舶
の
国
籍
を
欠
い
て
も
、
書
面
に
よ
る
証
明
の
効
力

(

3

)

 

を
欠
く
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
記
載
事
項
中
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、
船
舶
表
示
要
素
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
傭
船
料
の

(
4
)
 

計
算
や
船
舶
提
供
者
の
給
付
内
容
を
確
定
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
多
言
を
要
し
な
い
。
な
お
、
書
面
に
よ
る
証

明
は
、
純
ト
ソ
数
二
五
ト
ソ
未
満
の
帆
船
お
よ
び
同
一

0
ト
ン
未
満
の
汽
船
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
い
（
航
行
法
第
三
八
五
条
二
項
）
。

(

1

)

航
行
法
第
三
八
五
条
は
、
そ
の
記
載
事
項
を
定
め
る
だ
け
で
、
様
式
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。

T
e
l
e
x
や
電
報
に
よ
る
契
約
の
証

明
も
有
効
、
と
考
え
ら
れ
る

(
L
e
f
e
b
v
r
e
D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
;
 0
 p. 
cit., 
p
a
g
 4
9
5
)
。

(
2
)
通
説
。
破
棄
院
一
九
五
六
年
九
日
判
決
（
判
決
番
号
不
明
）
•
Rivista 
del 
diritto 
della 
navigazione, 1
9
5
7
 
II, 
pag. 2
8
7
.
 

(

3

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 1
4
.
 

(

4

)

船
舶
の
特
定
表
示
は
、
契
約
締
結
後
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
お
そ
ら
く
、
航
行
法
第
三
八
四
条
に
抵
触
し
な
い
、
と
思

わ
れ
る
が
、
当
事
者
が
い
わ
ゆ
る
代
船
条
項

(clausola
di 
sostituzione)

を
契
約
中
に
挿
入
し
て
い
た
場
合
で
あ
る
。

(

1

)

 

船
舶
提
供
者
の
義
務
（
堪
航
能
力
担
保
義
務
）

二

t-
―2-
――

航
行
法
第
三
八
六
条
は
、
定
期
傭
船
契
約
、
航
海
傭
船
契
約
を
問
わ
ず
、
船
船
提
供
者
の
義
務
（
堪
航
能
力
担
保
義
務
）
に
つ
い
て
、

イ
ク
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

書
面
に
よ
る
証
明

ニ
四
七

（
六
八
九
）

ト
ソ
数
R
船
舶
提
供
者
お
よ
び
傭
船
者
の
氏
名
③
船
長
の
氏
名

要
求
さ
れ
る
（
航
行
法
第
三
八
五
条
一
項
）
。

そ
の
書
面
に
は
、

と
い
う



ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、

修
繕
、

「
船
舶
提
供
者
は
、
発
航
前
、
航
海
成
就
の
た
め
に
堪
航
状
態
に
お
き
、
適
宜
こ
れ
に
艤
装
し
か
つ
船
員
を
乗
り
組
ま
せ
、
そ
し
て
、

船
舶
提
供
は
、
堪
航
能
力
の
欠
如
か
ら
生
じ
る
損
害
に
つ
き
、
責
を
負
う
。
た
だ
し
、
通
常
の
注
意
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
潜
在
瑕
疵
に
よ
る
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
」

同
条
は
、
堪
航
能
力
担
保
義
務
の
み
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
り
、
船
航
提
供
者
の
義
務
の
総
て
を
規
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
船
舶
提
供
者
は
、
航
行
法
第
三
八
六
条
が
規
定
す
る
義
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
費
用
と
危
険
を
負
担
し
な
け
れ

持
の
た
め
の
傭
船
期
間
中
の
船
舶
の
通
常
の
管
理
、

つ
ぎ
の
も
の
が
彼
の
負
担
で
あ
る
。
船
員
の
給
料
と
食
事
、
船
員
が
船
上
で
使
用
す
る
水
と
燃
料
、
船
級
維

(
2
)
 

保
険
料
（
船
舶
保
険
お
よ
び
船
員
保
険
）
、
投
下
資
本
の
償
却
と
利
息
な
ど
、

実
務
に
い
う
「
船
舶
費
用
•
c
o
s
t
o
 
n
a
v
e
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
、
艤
装
中
の
船
舶
が
必
ず
負
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
船
舶
の
使

(
3
)
 

用
が
い
か
で
あ
れ
確
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(

1

)

航
行
法
は
、
直
接
規
定
し
て
い
な
い
が
、
傭
船
者
が
約
定
の
時
間
・
場
所
に
お
い
て
、
船
舶
を
傭
船
者
の
使
用
に
供
す
る
義
務
を
負
う
の
は
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

(

2

)

船
舶
保
険
は
、
船
舶
の
保
存
に
つ
き
利
益
を
有
し
て
い
る
船
舶
提
供
者
（
船
舶
所
有
者
）
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
反
対
の
特
約

に
よ
り
、
傭
船
者
が
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
も
し
、
傭
船
者
が
保
険
加
入
を
お
こ
た
り
、
そ
し
て
、
保
険
事
故

が
生
じ
た
と
き
は
、
傭
船
者
は
、
保
険
者
が
支
払
う
ぺ
き
保
険
金
に
相
当
す
る
金
額
を
船
舶
提
供
者
に
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
破
棄
院
一

九
四
八
年
五
月
四
日
判
決
・
六
四
一
一
番
•
F
o
l
o
 italiano, 
1
9
4
8
 I
,
 

colo. 8
1
1
)
。

(

3

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
loco 
cit, 

こ
れ
に
所
定
の
書
類
を
備
え
付
け
る
義
務
を
負
う
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

ニ
四
八

（
六
九

0)



(

1

)

 

――2
二

2
四

定
期
傭
船
者
の
費
用
負
担
義
務

定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
船
舶
が
な
す
べ
き
航
海
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
契
約
締
結
当
時
、
船
舶
が
消
費
す
る
費
用
の
計

算
に
は
不
確
定
要
素
が
多
く
つ
き
ま
と
う
。
航
行
法
第
三
八
七
条
は
、
定
期
傭
船
者
が
負
担
す
べ
き
費
用
に
つ
い
て
、

錨
費
、
運
河
通
行
費
お
よ
び
類
似
の
費
用
を
含
む
船
舶
の
商
事
使
用
に
関
す
る
費
用
は
、
傭
船
者
の
負
担
と
す
る
。
」

L
e
f
e
b
v
r
e
 D
 ̀

 
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
 ;
 
0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 
5
0
1

に
よ
る
と
、

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

定
を
し
て
い
る
。

同
条
は
、

ニ
四
九

（
六
九
一
）

つ
ぎ
の
よ
う
に
規

「
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
機
関
装
置
お
よ
び
船
内
補
助
機
関
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
、
水
お
よ
び
潤
滑
油
の
準
備
の
ほ
か
、
投

傭
船
者
は
、
船
舶
の
商
事
使
用
に
関
す
る
費
用
（
た
と
え
ば
、
投
錨
費
、
曳
船
料
、
水
先
料
、
積
付
費
、
荷
揚
費
、
領
事
費
な
ど
）
を

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
定
期
傭
船
契
約
、
航
海
傭
船
契
約
に
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
航
海
の
実
行
に
関
す
る
費
用
の

負
担
者
は
、
定
期
傭
船
契
約
、
航
海
傭
船
契
約
で
異
な
る
。
航
海
傭
船
契
約
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
、
原
則
と
し
て
、
船
舶
提
供
者
の
負
担

(
1
)
 

で
あ
る
。
他
方
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
航
行
法
第
三
八
七
条
は
、
商
事
使
用
に
関
す
る
費
用
に
加
え
て
、

(
2
)
 

機
関
装
置
お
よ
び
船
内
補
助
機
関
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
、
水
お
よ
び
潤
滑
油
の
準
備
を
傭
船
者
の
負
担
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
定
期
傭
船
者
は
、
航
海
成
就
を
遅
延
．
妨
害
す
る
偶
然
的
事
故
（
船
舶
の
堪
航
能
カ
・
稼
働
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の

は
除
く
）
に
基
づ
く
、
航
海
費
用
の
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
荒
天
に
よ
り
船
舶
の
速
力
が
減
速
し
航
海
期
間

が
延
長
し
た
場
合
、
目
的
港
の
荷
役
不
能
・
困
難
に
よ
り
他
港
へ
廻
港
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
場
合
な
ど
、
そ
の
航
海
の
延
長
は
、
傭

船
者
の
負
担
に
な
り
、
傭
船
者
は
、
予
見
し
て
い
た
よ
り
大
き
な
額
の
期
間
建
の
傭
船
料
と
大
量
の
燃
料
消
費
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な

(
3
)
 

る。

約
款
実
務
に
し
た
が
っ
て
そ
の
様
な
規
定
を
し
た
、



(

1

)

 

る
航
海
に
着
手
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
」

わ
な
い
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

(

2

)

 

L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
a
s
c
a
t
o
r
e
;
 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
e
 seg. 
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
航
行
法
に
規
定
は
な
い
が
、
船
舶
の

引
渡
・
返
還
時
に
残
存
す
る
そ
れ
ら
の
燃
料
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
傭
船
者
、
船
舶
提
供
者
に
よ
っ
て
、
引
渡
・
返
還
場
所
の
時
価
に
よ
っ
て
、

買
取
が
な
さ
れ
る
。

(

3

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 1
5
 e
 seg・ 

ニ
2
二
？
五

航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
傭
船
者
に
よ
る
船
舶
の
利
用
は
、
あ
ら
か
じ
め
船
舶
提
供
者
が
合
意
を
し
て
い
る
航
海
に
つ
い
て
な
さ

れ
る
の
で
、
航
海
の
実
行
に
は
何
の
障
害
も
伴
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
航
海
の
指
定
権
が
傭
船
者
に
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
（
航
行
法
第
三
八
四
条
。
も
ち
ろ
ん
、
契
約
ま
た
は
慣
習
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
条
件
に
し
た
が
う
、

る
が
）
、
具
体
的
に
指
定
さ
れ
た
航
海
が
船
舶
・
乗
組
員
の
安
全
に
全
く
不
安
の
な
い
も
の
、

と
い
う
制
限
が
あ

つ
ぎ
の
よ
う
に
、
傭
船
者
の
航
海
の
指
定
権
限
に
一
定
の
制
限
を
設
け
て
い
る
。

「
定
期
傭
船
契
約
の
船
舶
提
供
者
は
、
船
舶
ま
た
は
人
を
契
約
締
結
時
に
予
見
し
え
な
い
危
険
に
さ
ら
す
航
海
に
着
手
す
る
義
務
を
負

定
期
傭
船
契
約
の
船
舶
提
供
者
は
、
ま
た
、

八
四
条
を
補
足
す
る
性
質
を
有
す
る
、

そ
の
予
想
期
問
が
契
約
の
存
続
期
間
に
比
し
て
契
約
自
体
の
満
了
時
期
を
著
し
く
超
過
す

本
条
は
、
契
約
締
結
時
の
予
見
可
能
性
に
基
準
を
求
め
て
、
傭
船
者
の
航
海
指
定
権
に
対
す
る
制
限
を
設
け
て
い
る
が
、
航
行
法
第
三

(
1
)
 

と
い
い
う
る
。

A
n
d
r
e
a
 T
o
r
r
e
n
t
e
;
 
L
'
i
m
p
r
e
s
a
 e
 ii 
lavoro nella n
a
v
i
g
a
z
i
o
n
eー

I

contratti di utilizzazione 
della 
n
a
v
e
 o
 dell'aeromobile, 

う
な
場
合
を
考
慮
し
て
、
航
行
法
第
三
八
八
条
は
、

定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
航
海
の
実
行

関
法
第
三
六
巻
第
一
―
-
•
四
•
五
号

と
い
え
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。

二
五

0

（
六
九
二
）

J

の
よ



(

1

)

 

契
約
の
存
続
期
間
の
超
過

二
五

（
六
九
三
）

航
行
法
第
三
八
六
条
二
項
お
よ
び
第
三
八
四
条
に
あ
る
よ
う
に
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
航
海
は
、
契
約
の
存
続
期
間
内
に
終
了
す

る
よ
う
指
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
最
終
航
海
が
指
定
さ
れ
た
時
点
で
の
合
理
的
な
予
見
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
種

々
の
事
由
に
よ
り
、
最
終
航
海
の
終
了
時
期
が
契
約
満
了
時
期
を
超
過
す
る
こ
と
が
生
じ
う
る
。
航
行
法
第
三
八
九
条
は
、
超
過
が
傭
船

「
定
期
傭
船
者
の
行
為
に
よ
り
、
最
終
航
海
の
期
間
が
契
約
満
了
時
期
を
超
過
す
る
場
合
、
損
害
賠
償
は
な
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
契

約
の
存
続
期
間
を
超
過
す
る
期
間
に
つ
い
て
、
契
約
自
体
に
定
め
ら
れ
た
額
の
二
倍
の
対
価
が
傭
船
者
に
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
の
規
定
が
船
舶
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
契
約
の
存
続
期
問
の
超
過
に
関
す
る
航
行
法
第
三
八
二
条
と
類
似
性
を
有
す
る
の
は
、
明
白

で
あ
る
。
通
説
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
法
定
の
損
害
賠
償
義
務
で
あ
る
、

て
の
実
損
害
の
算
定
を
め
ぐ
る
紛
争
を
避
け
る
た
め
、
賠
償
額
が
法
定
さ
れ
て
い
る
、

た
も
の
で
あ
る
、

こ
れ
に
対
し
、

R
o
m
a
n
e
l
l
i
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
傭
船
者
お
よ
び
借
主
に
対
し
て
、
契
約
の
存
続
期
間
の
延
長
権
限
を
付
与
し

(
2
)
 

と
す
る
反
対
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

九
条
を
類
推
適
用
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、

当
事
者
双
方
の
責
に
帰
し
え
な
い
事
由
に
よ
り
超
過
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、
航
行
法
は
、
規
定
を
し
て
い
な
い
。
航
行
法
第
三
八

イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
六
六
四
条
二
項
に
よ
る
べ
き
か
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

い。」

通
説
の
み
な
ら
ず
、
立
法
者
の
考
え
で
も
あ
る
（
航
行
法
立
法
理
由
書
第

1

一三

0
番）。

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

者
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

ニ
2
二

2
六

M
i
l
a
n
o
 1
9
6
4
,
 
pag. 
105. 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
超
過
期
間
に
つ
い

(
1
)
 

と
い
う
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
航
行
法
第
三
九

0
条
二
項
は
、

「
前
払
い
さ
れ
た
傭
船
料
は
、

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
取
得
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も

航
行
法
第
三
九

0
条
は
、

J

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
取
得
さ
れ
た

二
五
二

(

2

)

 

G
u
s
t
a
v
o
 R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 L
o
c
a
z
i
o
n
e
 
di 
n
a
v
e
 e
 di 
aeromobile, 
M
i
l
a
n
o
 1
9
6
5
,
 
pag. 
3
4
8
 
e
 seg. ~
 の
主
張
と
そ
れ
に
対
抗
す
る

批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
イ
タ
リ
ア
法
に
お
け
る
船
舶
賃
貸
借
-
R
o
m
a
n
e
l
l
i
教
授
の
所
論
に
添
っ
て
(
-
―
―
)
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
四
巻
二

号
一
ニ
―
二
頁
以
下
。

(

3

)

 

T
o
r
r
e
n
t
e
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 
1
0
6

は
、
航
行
法
第
三
八
九
条
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
が
傭
船
者
の
有
責
性
を
前
提
に

し
た
法
定
の
損
害
賠
償
の
規
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
反
対
意
見
•Fiorentino ;
 op. 
cit・

こ

pag.
3
3
.
 

ニ
2
二
2
七

傭
船
契
約
は
、
航
行
法
第
三
八
四
条
が
す
で
に
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
有
償
契
約
で
あ
る
。
傭
船
者
は
、
航
海
建
ま
た
は
期
間
建
で

定
め
ら
れ
た
傭
船
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
傭
船
料
支
払
義
務
は
、
傭
船
者
の
主
要
な
義
務
で
あ
る
。
航
行
法
第
三
九
〇

条
は
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
傭
船
料
の
支
払
義
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

「
定
期
傭
船
料
は
、
反
対
の
特
約
ま
た
は
慣
習
が
な
い
か
ぎ
り
、
毎
月
分
前
払
で
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
反
対
の
特
約
が
な
い
か
ぎ
り
、
前
払
い
さ
れ
た
傭
船
料
は
、

一
項
（
任
意
規
定
で
あ
る
こ
と
は
、
文
言
上
も
明
白
で
あ
る
＇
~
反
対
の
特
約
…
…
な
い
か
ぎ
り
）
に
お
い

由
（
た
と
え
ば
、
船
舶
の
喪
失
）
に
よ
り
、
そ
の
給
付
を
な
し
え
な
い
場
合
、
前
払
傭
船
料
を
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

て
、
傭
船
料
の
前
払
を
規
定
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
四
一
八
条
二
項
に
よ
る
と
、
船
舶
提
供
者
は
、
そ
の
責
に
帰
し
え
な
い
事

(
1
)
 

と
さ
れ
る
。

の
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
も
（
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
四
一
八
条
二
項
に
趣
旨
は
一
致
す
る
）
、

一
四
一
八
条
二
項
の
原
則
を
排
除
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

反
対
の
特
約
に
よ
り
、

イ
ク
リ
ア
民
法
第

定
期
傭
船
料
の
支
払
（
前
払
の
原
則
）

関
法
第
三
六
巻
第
一
―
-
•
四
•
五
号

（
六
九
四
）



（
六
九
五
）

定
期
傭
船
契
約
は
、
継
続
的
契
約
に
属
す
る
た
め
、
契
約
期
間
中
、
何
ら
か
の
障
害
に
よ
り
、
契
約
の
実
行
が
一
時
的
に
妨
げ
ら
れ
る

こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
そ
の
一
時
的
障
害
に
よ
り
船
舶
が
使
用
し
え
な
か
っ
た
期
間
（
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
）
の
傭
船
料
の
危
険
負
担
に
つ

「
定
期
傭
船
料
は
、
傭
船
者
の
責
に
帰
し
え
な
い
事
由
に
よ
り
船
舶
の
利
用
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
、
支
払
を
要
し
な
い
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
難
、
積
荷
が
こ
う
む
っ
た
事
故
ま
た
は
本
国
・
他
国
の
官
憲
の
措
置
に
よ
る
寄
港
の
場
合
、
障
害
期

間
中
、
船
舶
が
修
繕
を
う
け
た
期
間
を
除
き
、
船
舶
の
利
用
不
能
に
よ
り
船
舶
提
供
者
が
節
約
し
た
費
用
を
控
除
し
た
傭
船
料
が
支
払
わ

ま
ず
、
第
一
項
に
よ
る
と
、
傭
船
者
の
責
に
帰
し
え
な
い
事
由
に
よ
る
利
用
不
能
期
間
に
つ
い
て
、
傭
船
料
の
支
払
は
な
さ
れ
な
い
。

(
1
)
（

2
)
 

と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
債
務
者
が
危
険
を
負
担
す
る

(gs
u
m
 sentit d
e
b
i
t
o
r
)
」
の
原
則
に
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
、

一
定
の
危
険
を
、
債
権
者
で
あ
る
傭
船
者
に
負
わ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
項
に
は
、
例
外
の
例
外
（
船
舶
の
修
繕
期

間
に
つ
い
て
は
、
傭
船
料
の
支
払
は
不
要
）
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
原
則
へ
の
回
帰
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
 

本
条
が
実
務
界
に
い
う
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
条
項
に
範
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

一
項
が
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
四
六
三
条
、
第
一
六
八
六
条
に
み
ら

(

1

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
,
 
Pro:filo 
del 
noleggio, 
M
i
l
a
n
o
 1
9
7
9
,
 
pag. 
1
4
1

は、

れ
る
原
則
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

(

2

)

 

T
o
r
r
e
n
t
e
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 
1
0
9

は
、
一
項
が
「
傭
船
者
の
責
に
帰
し
え
な
い
…
…
」
と
し
た
こ
と
に
、
不
満
を
隠
さ
な
い
。
イ
ク
リ
ア
民

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

第
二
項
は
、

こ
の
規
定
は
、

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

い
て
、
船
行
法
第
三
九
一
条
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

ニ
2
1
-
2八

一
時
的
障
害
（
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
）

(

1

)

 

T
o
r
r
e
n
t
e
 ;
 op. 
cit., 
pag. 1
0
8
.
 

二
五
三



法
第
―
二
五
六
条
の
原
則
ど
お
り
、

あ
る
。

(

3

)

 

L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
;
 0
 p. cit•• 

pag. 5
0
4
.
 

ニ
2
-
―2
九

本
条
が
、

船
舶
の
喪
失

定
期
傭
船
契
約
の
契
約
期
間
中
に
船
舶
が
喪
失
し
た
場
合
の
傭
船
料
の
支
払
に
つ
い
て
、
航
行
法
第
一
二
九
二
条
が
規
定
を
し
て
い
る
。

「
船
舶
の
喪
失
の
場
合
、
定
期
傭
船
料
は
、
そ
の
喪
失
が
生
じ
た
日
の
終
わ
り
に
い
た
る
ま
で
、
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
1
)
（

2
)
 

と
り
わ
け
、
航
行
法
第
三
九

0
条
二
項
と
同
じ
基
本
的
原
則
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
し
う
る
。
な
お
、

本
条
は
、
船
舶
の
喪
失
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
船
舶
利
用
に
対
す
る
他
の
確
定
的
障
害
が
生
じ
た
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
、

(
3
)
 

れ
る
。

(

1

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 1
8
.
 
R
o
m
a
n
e
l
l
i
 ;
 0 p. 
cit., 
pag. 
1
4
2

が
指
益
詞
す
ニ
る
よ
う
に
、
＊
冬
念
は
勅
ス
の
督
盆
只
借
に
お
け
る
信
8

料
支
払
の

規
定
に
由
来
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
定
期
傭
船
料
に
関
す
る
危
険
分
配
の
原
則
と
し
て
、
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。

(

2

)

航
海
傭
船
料
は
、
遂
行
さ
れ
た
航
海
の
割
合
に
し
た
が
っ
て
、
支
払
い
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
原
則
が
あ
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

二
つ
の
原
則
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
、
言
及
し
な
い
で
お
く
。

(

3

)

 

T
o
r
r
e
n
t
e
;
 0
 p. cit•• 

p
a
g
.
 
109. 

ニ
2
二

2
1
0
 

「
債
務
者
・
船
舶
提
供
者
の
責
に
帰
し
れ
な
い
…
…
」
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
彼
の
主
張
で

商
事
使
用
に
関
す
る
責
任

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

二
五
四

（
六
九
六
）

と
解
さ

航
行
法
は
、
傭
船
契
約
に
関
す
る
規
定
を
全
部
で
―
二
条
し
か
持
た
な
い
に
せ
よ
、
船
舶
提
供
者
の
責
任
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、

す
で
に
み
た
第
三
八
六
条

1

一
項
と
第
三
九
三
条
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
、
第
三
九
三
条
は
、
き
わ
め
て

(
1
)
 

重
要
な
規
定
で
あ
る
。



「
船
長
は
、
傭
船
契
約
の
定
め
る
範
囲
に
お
い
て
、
船
舶
の
商
事
使
用

(
i
m
p
i
e
g
o
c
o
m
m
e
r
c
芭
e
della 
n
a
v
e
)
 

者
の
指
示
に
し
た
が
い
、
か
つ
、
傭
船
者
の
示
す
条
件
に
よ
り
船
荷
証
券
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

船
舶
提
供
者
は
、
前
述
の
業
務
に
よ
り
船
長
が
負
担
し
た
義
務
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
右
の
義
務
に
よ
る
船
長
そ
の
他
の
乗
組
員
の
商

業
上
の
過
失
に
つ
い
て
、
傭
船
者
に
対
し
責
を
負
わ
な
い
。
」

第
一
項
は
、
船
長
に
、
船
舶
の
商
事
使
用
に
関
す
る
傭
船
者
の
指
示
の
実
行
お
よ
び
船
荷
証
券
の
発
行
を
求
め
て
い
る
が
、
実
務
界
に

い
う
本
船
使
用
条
項

(
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
clause)
を
反
映
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

通
常
、
本
船
使
用
条
項
と
関
連
し
て
、
定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、

す
な
わ
ち
、
同
条
項
は
、
本
船
使
用
条
項
に
華
づ
き
傭
船
者
が
な
す
指
示
を
船
長
が
実
行
す
る
に
つ
き
第
三
者
と
の
関
係
で
船
舶
提
供
者

が
負
う
べ
き
責
任
に
つ
い
て
、
傭
船
者
が
そ
れ
を
船
舶
提
供
者
に
補
償
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
典
型
例
が
、
本
来
、
傭
船
者
と
第
三

者
間
の
運
送
契
約
を
表
彰
し
た
船
荷
証
券
が
船
舶
提
供
者
の
名
で
発
行
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
船
荷
証
券
所
持
人
は
、

船
荷
証
券
に
基
づ
き
、
船
舶
提
供
者
に
対
し
訴
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
船
荷
証
券
所
持
人
に
対
し
責
を
負
っ
た
船
舶
提
供
者
に
今

(

2

)

 

度
は
傭
船
者
が
補
償
を
す
る
の
で
あ
る
。

(
3
)
 

航
行
法
第
三
九
三
条
二
項
は
、
通
常
み
ら
れ
る
補
償
条
項
の
全
体
を
再
現
し
て
い
る
、

に
広
い
範
囲
の
補
償
を
傭
船
者
に
求
め
て
い
る
、
と
い
い
う
る
。
す
な
わ
ち
、
船
長
が
傭
船
者
の
指
示
を
実
行
す
る
う
え
で
生
じ
た
不
測

の
結
果
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
つ
い
て
も
、
船
舶
提
供
者
の
責
任
を
排
除
し
て
い
る
。
本
項
は
、

(
4
)
 

使
用
人
•
履
行
補
助
者
の
行
為
に
関
す
る
使
用
者
責
任
の
原
則
を
排
除
す
る
規
定
で
あ
る
、
と
い
い
う
る
。

航
行
法
と
約
款
の
規
定
の
ち
が
い
は
、

イ
ク
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

二
五
五

（
六
九
七
）

に
関
す
る
傭
船

い
わ
ゆ
る
補
償
条
項

(
i
n
d
e
m
n
i
t
y
clause)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
よ
り
は
る
か

つ
ぎ
の
よ
う
な
差
と
な
っ
て
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
み
ら
れ
る
定
期
傭
船
契
約
書
の
補
償



の
商
事
使
用

(
i
m
p
l
e
g
o
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
)
 

つ
ね
に
、
船
舶
提
供
者
の
使
用
人
と
し
て
行
動
す
る
。
船
長

に
関
す
る
過
失
（
商
業
上
の
過
失
）
に
つ
い
て
も
、
船
舶
提
供
者
が
傭
船
者
に
対
し
て
責
を

負
う
。
し
た
が
っ
て
、
傭
船
者
の
指
示
を
正
し
く
実
行
し
え
な
か
っ
た
場
合
、
船
長
は
、
使
用
者
た
る
船
舶
提
供
者
に
対
し
て
の
み
責
を

(
5
)
 

負
う
。

(
6
)
 

一
方
、
航
行
法
第
三
九
三
条
の
解
釈
と
し
て
は
、
船
長
は
、
自
己
の
商
業
上
の
過
失
に
つ
い
て
は
、
傭
船
者
に
対
し
て
責
を
負
う
、

(

1

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 1
4
7

に
よ
る
と
、
解
釈
者
に
よ
っ
て
過
大
評
価
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
に
せ
よ
、
傭
船
契
約
に
関
す
る
規
定
中
で

最
も
重
要
で
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

(

2

)

 

L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 5
0
2
.
 

(

3

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 1
5
2
.
 

(

4

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 1
5
3
.
 

(

5

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 
169, L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
;
 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 5
0
3
.
 

(

6

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 2
2
2
,
 
L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
 ;
 0 p. 
cit., 
loco 
cit. 
碑
土
莱
院
一
十
竺
ユ
八
年

'
-
0月
二
八
日
判
決
・

三
四
九
五
番
•
Rivista 
del 
diritto 
della 
n
a
v
i
g
a
z
i
o
n
e
,
 1
9
5
8
 
II, 
pag. 1
4
5
.
 

二

t

11~1―
 再傭
船
と
契
約
の
譲
渡

傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
再
傭
船
お
よ
び
契
約
の
譲
渡
の
自
由
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
転
貸
借
お
よ
び
契
約

の
譲
渡
が
原
則
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
船
舶
賃
貸
借
契
約
と
好
対
象
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
航
行
法
第
三
九
四
条
は
、

と

つ
ぎ
の
よ
う
に
規

「
再
傭
船
ま
た
は
契
約
か
ら
生
じ
る
権
利
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
の
譲
渡
の
場
合
、
傭
船
者
は
、
船
舶
提
供
者
に
対
し
、
傭
船
契
約
に

定
し
て
い
る
。

さ
れ
て
い
る
。

条
項
に
よ
る
と
、
船
長
は
、
傭
船
者
と
、
何
ら
、
直
接
的
関
係
に
立
た
ず
、

関
法
第
一
二
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

二
五
六

（
六
九
八
）



る
が
、
基
本
的
構
造
は
同
一
で
あ
る
。

――t-
―t
-
――
 

傭
船
契
約
か
ら
生
じ
る
権
利
の
消
減
時
効
に
つ
い
て
は
、
航
行
法
第
三
九
五
条
が
特
定
規
定
を
置
い
て
い
る
。

間
満
了
時
か
ら
、
ま
た
は
、
本
法
第
三
八
九
条
に
よ
り
航
海
が
延
長
さ
れ
て
い
た
と
き
に
は
最
終
航
海
終
了
時
か
ら
、
起
算
す
る
。
傭
船

航
海
が
開
始
ま
た
は
完
了
さ
れ
な
い
場
合
、
期
間
は
、
契
約
の
実
行
お
よ
び
航
海
の
継
続
を
不
能
に
し
た
出
来
事
が
発
生
し
た
日
か
ら
、

起
算
す
る
。
船
舶
の
推
定
喪
失
の
場
合
、
期
間
は
、
船
舶
が
登
記
薄
よ
り
抹
消
さ
れ
た
日
か
ら
、
起
算
す
る
。
」

時
効
の
起
算
点
が
、
船
舶
賃
貸
借
契
約
か
ら
生
じ
る
権
利
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
航
行
法
第
三
八
三
条
に
比
べ
て
複
雑
に
な
っ
て
は
い

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

が
航
海
を
も
っ
て
す
る
場
合
、
航
海
終
了
時
か
ら
、
起
算
す
る
。

「
傭
船
契
約
か
ら
生
じ
る
権
利
は
、

(

1

)

 

知
で
効
果
が
発
生
す
る
）
、

消
滅
時
効

本
条
は
、
再
傭
船
と
契
約
か
ら
生
じ
る
権
利
の
譲
渡
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
留
ま
り
、
契
約
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
有
力
学
説
に
よ
る
と
、
本
条
は
、
ま
さ
し
く
、
契
約
の
譲
渡
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
、

傭
船
者
を
免
責
す
る
に
は
、

二
五
七

（
六
九
九
）

と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
条
に
よ
る
と
、

傭
船
者
が
、
依
然
、
船
舶
提
供
者
に
対
し
て
責
を
負
う
と
さ
れ
て
お
り
（
た
と
え
ば
、
債
権
譲
渡
な
ら
、
債
務
者
・
船
舶
提
供
者
へ
の
通

(
1
)
 

船
舶
提
供
者
の
明
示
的
合
意
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

Fiorentino ;
 
0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 3
7
.
 一

年
の
経
過
に
よ
り
、
消
滅
す
る
。
こ
の
期
間
は
、
傭
船
が
期
間
を
も
っ
て
す
る
場
合
、
契
約
期

よ
っ
て
負
担
し
た
義
務
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
責
を
負
う
。
」



務
）
は
、
実
際
上
、

し
か
し
、

航
行
法
上
の
傭
船
契
約
の
位
置
づ
け

航
行
法
が
規
定
し
て
い
る
傭
船
契
約
の
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
は
、
航
行
法
施
行
後
四

0
年
を
す
ぎ
て
も
、

あ
る
。
そ
の
議
論
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

三

2
I

い
ま
だ
に
、
未
解
決
で

一
方
は
、
立
法
者
の
考
え
を
支
持
す
る
立
場
、
す
な
わ
ち
、
傭
船
契

立
法
者
の
・
伝
統
的
な
考
え
が
傭
船
契
約
の
独
立
性
を
認
め
る
根
拠
は
、
航
行
法
第
三
八
四
条
の
文
言
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
運
航
者
が
、
…
…
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
一
個
あ
る
い
は
数
個
の
航
海
を
な
し
、
ま
た
は
、
…
…
合
意
さ
れ
た
期
間

内
、
…
…
傭
船
者
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
航
海
を
成
就
す
る
義
務
を
負
う
」
場
合
に
成
立
す
る
。
そ
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
船
舶
提
供
者

（
運
航
者
）
は
、
運
送
人
と
異
な
り
、
物
品
の
場
所
的
移
転
、
そ
の
保
管
お
よ
び
目
的
港
に
お
け
る
そ
の
返
還
の
義
務
を
負
わ
ず
、

海
」
す
る
義
務
を
負
う
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。
傭
船
契
約
の
船
舶
提
供
者
は
、

(
1
)
 

に
お
け
る
よ
り
少
な
い
何
か
を
、
他
者
に
対
し
義
務
と
し
て
負
う
」
と
い
っ
た

Fiorentino

傭
船
契
約
を
船
舶
賃
貸
借
契
約
と
運
送
契
約
の
中
間
に
位
置
づ
け
る
航
海
を
成
就
す
る
義
務
（
あ
る
い
は
、

(
2
)
 

ど
の
よ
う
な
現
実
性
を
帯
び
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
疑
問
を
克
服
す
る
た
め
、
伝
統
的
な
立
場
の
な
か
に
あ
っ
て
、

S
p
a
s
i
a
n
o

づ
け
て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

る
立
場
で
あ
る
（
統
一
説
と
い
っ
て
お
く
）
。

約
の
独
自
性
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
（
独
立
説
と
い
っ
て
お
く
）
。

他
方
は
、

航
海
す
る
義

は
、
傭
船
契
約
を
特
色
づ
け
る
主
た
る
給
付

の
こ
と
ば
が
、
よ
く
、
傭
船
契
約
を
位
置

「
物
の
賃
貸
借
に
お
け
る
よ
り
多
く
の
何
か
を
、
運
送 「

航

傭
船
契
約
は
、

独
立
説

傭
船
契
約
は
運
送
契
約
の
下
位
類
型
に
す
ぎ
な
い
、
と
す

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

1

一
五
八

（七

0
0
)



「
航
海
サ
ー
ビ
ス
」
に
あ
る
、

の
要
素
か
ら
な
っ
て
い
る
。
い
船
舶
の
ス
ペ
ー
ス
を
使
用
に
委
ね
る

長
・
乗
組
員
の
行
為
の
供
給

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
航
海
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
三
つ

残
念
な
が
ら
、
こ
の
試
み
も
、
運
送
契
約
と
傭
船
契
約
を
分
別
す
る
た
め
の
明
確
な
基
準
を
示
し
て
い
る
、

お
そ
ら
く
、

旧
来
の
伝
統
的
立
場
の
い
う
内
容
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
除
外
し
よ
う
。
ま
ず
、
い
の
要
素
で
あ
る
が
、
運
送
契
約

も
こ
の
要
素
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
運
送
契
約
と
傭
船
契
約
の
分
別
甚
準
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
。

③
で
あ
る
が
、
も
し
、
航
海
成
就
に
適
す
る
だ
け
の
船
長
・
乗
組
員
を
配
置
す
る
義
務
を
負
う
、

の
供
給
を
義
務
づ
け
る
も
の
、

そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。

S
p
a
s
i
a
n
o

二
五
九

(
4
)
 

と
は
い
い
難
い
。
③
は
、

と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、
運
送
契
約

は
、
航
行
法
第
三
九
三
条
一
項
が
頭
の
な
か
に
あ
る

「
船
長
は
、
傭
船
契
約
の
定
め
る
範
囲
に
お
い
て
、
船
舶
の
商
事
使
用
に
関
す
る
傭

船
者
の
指
示
に
し
た
が
（
わ
）
…
…
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
船
舶
提
供
者
に
船
長
・
乗
組
員
の
行
為

と
解
し
う
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
航
行
法
第
三
九
三
条
二
項
が

S
p
a
s
i
a
n0

の
考
え

を
阻
止
す
る
。
同
項
は
、
傭
船
者
の
指
示
を
実
行
す
る
に
つ
い
て
の
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
傭
船
者
の
指
示
の

不
履
行
に
つ
い
て
も
、
船
舶
提
供
者
の
責
を
免
じ
る
趣
旨
、

と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
提
供
者
は
、
船
舶
の
商
事
使
用
に
ま
つ
わ

(
6
)

（

7
)
 

る
傭
船
者
の
指
示
に
関
す
る
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
の
一
切
に
つ
い
て
責
を
負
わ
な
い
。

船
舶
提
供
者
は
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
に
つ
い
て
責
を
負
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
を
供
給
す
る
義
務
を
負
っ
て

い
る
、

と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
履
行
が
不
履
行
の
責
を
も
た
ら
さ
な
い
義
務
、

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
同
項
だ
け
で
あ
れ
ば
、

に
も
み
ら
れ
る
義
務
で
あ
る
。
し
か
し
、

目
的
は
「
航
海
の
成
就
」
で
は
な
く
、

と
い
う
も
の
が
（
少
な
く
と
も
、
航
行
法
上
）
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
船
舶
提
供
者
は
、
傭
船
者
の
指
示
に
船
長
・
乗
組
員
が
し
た
が
う
こ
と
を
保

（七

0
1
)

②
航
海
の
供
給
⑥
傭
船
者
に
よ
る
船
舶
の
使
用
の
た
め
の
船



（七

0
二）

証
す
る
こ
と
な
く
、
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
を
約
束
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
商
事
使
用
に
関
す
る
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
の
供
給
に
つ

い
て
論
じ
る
場
合
、
当
然
、
商
事
使
用
を
実
現
す
る
に
適
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
が
黙
示
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
に
は
、
使
用
人
の
行
為

(
8
)
 

の
約
束
は
自
己
の
行
為
の
約
束
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

「
船
舶
提
供
者
の
義
務
は
、
乗
組
員
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
に
つ
き
る
の
で
あ

(
9
)
 

り
、
乗
組
員
が
い
か
に
協
力
す
る
か
に
つ
い
て
は
傭
船
者
に
責
を
負
わ
な
い
。
」

と
い
う
考
え
は
採
用
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

(10) 

よ
う
に
、

S
p
a
s
i
a
n
o

の
主
張
だ
け
で
は
、
反
対
説
の
疑
問
に
充
分
に
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(

1

)

 

Fiorentino ;
 
0
 p. cit•• 

pag. 1
3
.
 

(

2

)

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
統
一
説
か
ら
つ
ね
に
な
さ
れ
る
ほ
か
、
傭
船
者
の
独
自
性
を
認
め
る

Tullio
(op. cit•• 

pag. 
2
0
3
)

か
ら
も
な
さ

れ
て
い
る
。

(

3

)

 

E
u
g
e
n
i
o
 S
p
a
s
i
a
n
o
;
 N
o
l
e
g
g
i
o
 di 
n
a
v
e
 e
 di 
aeromobile, 
E
n
c
i
c
l
o
p
e
d
i
a
 del 
diritto, 
vol. 
2
8
,
 
M
i
l
a
n
 0 
1
9
7
8
,
 
pag. 2
4
2
 e
 

seg. 

(

4

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
loco cit. 

(

5

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 5
7
 e
 seg. 

(

6

)

 

T
u
l
l
i
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 2
 0
 4. 

(

7

)

 

G
e
o
r
g
i
o
 Righetti ;
 In
 t
e
m
a
 di 
noleggio, 
di 
responsabilita 
del 
n
o
l
e
g
g
i
a
n
t
e
 e
 di 
baratteria, 
Diritto 
m
a
r
i
t
t
i
m
o
 1
9
5
9
 

`
 

pag. 8
5

は
、
「
航
行
法
第
三
九
三
条
は
、
本
舶
使
用
条
項
の
勝
手
な
最
悪
の
翻
訳
に
ほ
か
な
ら
ず
、
本
舶
使
用
条
項
が
伝
統
的
に
表
現
す
る
こ

と
を
欲
し
て
い
る
単
純
か
つ
自
然
の
概
念
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
正
し
く
解
釈
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
い
ら
だ
ち
を
隠
さ

な
い
。

(

8

)

 

Tullio; 0
 p. cit•• 

pag. 2
0
5
.
 

(

9

)

 

S
p
a
s
i
a
n
o
;
 0
 p. cit•• 

pag. 2
5
3
.
 

(
1
0
)
 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 2
 0
 4.
 

船
舶
提
供
者
は
、
第
三
者
の
行
為
を
約
束
す
る
に
す
ぎ
な
い

(Brunetti
;
 M
a
n
u
a
l
e
 
del 
diritto 
della 

n
a
v
i
g
a
z
i
o
n
e
 
m
a
r
i
t
t
i
m
a
 e
 interna, 
P
a
d
o
v
a
 1
9
4
7
,
 
pag. 
2
0
1
)

と
圭
マ
え
る
に
し
て
も
、
不
履
行
が
あ
れ
ば
、
や
は
り
、
イ
ク
リ
ア
民
法

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
・
五
号

二
六

0

以
上
の



す
る
。

る。
、̀
l

ー,_,＇し枠
組
で
捉
え
「
locatio
o
p
e
r
a
r
u
m
」

Ferrarini 統
＿
説

二
六

一
方
、

locatio
o
p
e
r
a
r
u
m
に
お
い
て
は
、
祖
8
中
K

に
給
付
さ
れ
た

第
一
三
八
一
条
に
よ
り
、
傭
船
者
に
対
し
て
も
直
接
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(Tullio;
0
 
p. 
cit. 
pag. 2
0
5
)
。

三
2
ニ

傭
船
契
約
の
独
自
性
を
否
定
し
運
送
契
約
の
下
位
類
型
に
す
ぎ
な
い
、

と
す
る
立
場
に
共
通
す
る
認
識
は
、
運
送
契
約
を
特
徴
づ
け
る

最
小
限
の
要
素
は
客
体
（
人
ま
た
は
物
）
の
場
所
的
移
転
で
あ
り
、
保
管
お
よ
び
目
的
港
に
お
け
る
目
的
物
の
返
還
の
要
素
を
除
外
し
て

(
1
)
 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
、
統
一
説
の
う
ち
の
有
力
な
も
の
の
概
略
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

・

・

locat10 
o
p
e
n
s
 

Ferrarini
は、

A
s
q
u
i
n
i

の
考
え
に
出
発
点
を
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
傭
船
契
約
を
「
locatio
operis」
の

と
の
分
別
基
準
の
分
析
を
つ
う
じ
て
、
運
送
契
約
と
傭
船
契
約
の
同
質
性
を
論
証
す
る
も
の
で
あ

に
お
い
て
、
給
付
さ
れ
た
＝
ネ
ル
ギ
ー
は
有
効
に
え
ら
れ
た
結
果
に
基
づ
き
評
価
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

作
業
の
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の
う
ち
に
し
め
る
コ
ス
ト
が
如
何
で
あ
れ
、
え
ら
れ
た
作
業
の
有
効
性
に
対
し
て
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

作
業
の
困
難
性
の
危
険
が
（
労
働
の
）
債
務
者
負
担
に
な
っ
て
い
る
。

(
2
)
 

労
働
ニ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
た
が
い
報
酬
が
計
算
さ
れ
る
。
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
作
業
の
困
難
性
の
危
険
の
か
な
り
の
部
分
を
傭
船
者
が

負
担
し
て
い
る
が
多
数
の
部
分
を
船
舶
提
供
者
が
負
担
し
て
い
る
の
で
、
傭
船
契
約
を

l
o
gtio 
operis

に
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
、
と

作
業
の
困
難
性
の
危
険
の
負
担
を
も
っ
て
契
約
類
型
の
分
別
基
準
と
す
る
方
法
自
体
が
適
当
か
否
か
、
筆
者
に
は
疑
問
が
残
ら
な
い
で

(
4
)

（

5
)
 

は
な
い
が
、
そ
れ
は
一
応
お
く
と
し
よ
う
。
し
か
し
、

Ferrarini

の
い
う
よ
う
な
、
た
と
え
傭
船
者
が
か
な
り
の
部
分
の
危
険
負
担
を

し
て
い
よ
う
と
も
、
多
数
の
部
分
を
船
舶
提
供
者
が
負
担
し
て
い
れ
ば
、
傭
船
契
約
を

locatio
operis
に
組
み
込
め
る
、

イ
ク
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

（七

01―
-
）

と
い
っ
た
議



(

1

)

 

方
な
い
。

Tullio: 0
 p. 
cit., 
pag. 2
0
6
.
 

を
い
っ
そ
う
明
白
な
も
の
に
す
る
。
同
条
は
、

さ
ら
に
、
航
行
法
第
三
九
一
条
は
、
何
を
も
っ
て
、

た
発
想
の
崩
壊
を
支
え
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
か
、

と
嘆
息
す
る
だ
け
で
は
、
作
業
の
困
難
性
の
危
険
の
負
担
を
契
約
類
型
の
分
別
甚
準
と
し

し
て
、
何
を
も
っ
て
、

「
か
な
り
の
」
と
す
る
か
の
判
断
が
困
難
な
ほ
ど
に
、
作
業
の
困
難
性
の
危
険
の
負
担
は
い
り
込
ん
で
い
る
。

(
7
)

（

8
)
 

イ
ク
リ
ア
に
お
い
て
は
、
旧
商
法
第
三
九
五
条
に
お
い
て
も
、
民
法
第
一
六
八
六
条
三
項
に
お
い
て
も
、
航
海
継
続
不
能
の
危
険
は
荷

送
人
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

(
9
)
 

「
（
原
則
の
）
排
除
は
過
激
で
あ
る
」

「locatio
o
p
e
r
i
s

と
一
般
法
と
の
あ
ら
ゆ
る
橋
を
切
り
離
し
て
し
ま
っ
た
」
も
の
で
あ
る

「
か
な
り
の
」
あ
る
い
は
「
多
数
の
」
部
分
と
す
る
か
、

と
い
う
問
題
の
因
難
性

一
項
で
原
則
（
一
時
的
休
航
の
危
険
は
船
舶
提
供
者
の
負
担
）
を
定
め
、
二
項
で
例
外
を

設
け
て
い
る
。
し
か
し
、
二
項
の
例
外
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
頻
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
業
の
困
難
性
の
危
険
の
「
多
数
の
」
部

分
を
傭
船
者
あ
る
い
は
船
舶
提
供
者
の
い
ず
れ
に
課
し
て
い
る
の
か
の
判
断
を
き
わ
め
て
困
難
に
す
る
ほ
ど
の
例
外
規
定
、
と
い
い
う
る
。

(10) 

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
作
業
の
困
難
性
の
危
険
の
負
担
を
契
約
類
型
の
分
別
基
準
と
す
る
試
み
は
安
定
性
を
欠
く
、
と
評
さ
れ
て
も
致
し

し
か
し
、
幸
か
不
幸
か
、
運
送
契
約
に
お
い
て
も
、

傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
作
業
の
困
難
性
の
危
険
の
か
な
り
の
部
分
を
傭
船
者
が
負
担
し
て
い
る
、

と
い
う
事
実
（
逆
に
い
う
と
、
船

舶
提
供
者
は
、
か
な
り
の
部
分
の
危
険
を
負
担
し
て
い
な
い
）
は
、
も
し
、
そ
の
危
険
を
運
送
人
が
全
面
的
に
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
れ

(
6
)
 

ば
、
運
送
契
約
と
傭
船
契
約
を
分
別
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
要
素
た
り
う
る
。

論
の
仕
方
は
、
必
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
論
に
出
会
う
。

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
・
五
号

「
か
な
り
の
」
部
分
の
危
険
は
荷
送
人
の
負
担
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
そ

1

一六

（七

0
四）



傭
船
契
約
を
運
送
契
約
の
下
位
類
型
に
組
み
込
む
立
場
の
も
う
ひ
と
つ
の
有
力
な
学
説
は
、

(
1
)
 

れ
で
あ
る
。
彼
の
見
解
は
、
す
で
に
、
一
九
七
一
年
に
航
行
法
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
、

(
2
)
 

モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
な
っ
て
結
実
し
て
い
る
。

R
o
m
a
n
e
l
l
i
説
の
結
論
的
部
分
を
示
そ
う
。

(2) (

2

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
e
 seg. 
に

A
s
q
u
i
n
i
の
分
析
の
概
略
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

 

S
e
r
g
i
o
 Ferrarini; N
o
t
e
 sulla classificazione 
dei contratti di utilizzazione 
della nave, Rivista del diritto della naviga-

zione, 1
9
6
2
,
 I
,
 

pag. 1
9
5
.
 

(

4

)

契
約
類
型
の
分
別
は
主
た
る
給
付
の
内
容
（
あ
る
い
は
、

c
a
u
s
a
)
に
よ
っ
て
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

(

5

)

 

Tullio; 0
 p. cit•• 

pag. 2
0
7

は
、
「
locatio
opris
」
と
「
locatio
o
p
e
r
a
r
u
m
」
と
の
今
“
別
土
g

準
を
耳
芝
行
2

法
の
細
t

釈
に
皿
3
9
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
、
と
揚
言
し
て
い
る
。

(

6

)

 

Tullio; 0
 p. cit•• 

loco 
cit. 
た
だ
し
、

Tulli0

自
身
が
こ
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
可
能
性
と
し
て
指
摘
し
う
る
の

で
あ
る
。

(

7

)

旧
イ
ク
リ
ア
商
法
第
三
九
五
条
第
二
文
「
も
し
、
妨
害
が
運
送
実
行
中
に
生
じ
た
場
合
、
運
送
人
は
、
は
た
し
た
運
航
距
離
の
割
合
に
応
じ

て
、
運
送
賃
支
払
請
求
権
を
有
す
る
。
」

(

8

)

イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
六
八
六
条
三
項
第
二
文
「
も
し
、
運
送
が
着
手
さ
れ
て
い
れ
ば
、
運
送
の
中
断
が
不
可
抗
力
に
基
づ
く
物
品
の
全
部
減

失
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、
運
送
人
は
、
は
た
し
た
走
行
距
離
の
割
合
に
応
じ
て
、
運
送
賃
支
払
請
求
権
を
有
す
る
。
」

(

9

)

 

A
s
q
u
i
n
i
 (
D
e
l
 contratto 
di 
trasporto, 6
 
ed•• 

T
o
r
i
n
o
 1
9
3
5
,
 
pag. 2
4
6
)

の
主
嗚
{0
 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 2
0
8
 
nota 3
3

に

51

用
さ
れ
て
い
る
。

(
1
0
)
 

F
r
a
n
c
e
s
c
o
 Berlingieri; N
o
t
e
 p
e
r
 u
n
a
 sistemazione del t
i
m
e
 charter, in S
t
u
d
i
 in o
n
e
r
e
 di G
e
o
r
g
i
o
 Berlingieri, G
e
n
o
v
a
 

1
9
6
4
,
 
pag. 
2
6

が
い
う
よ
う
に
、
運
送
人
に
よ
る
作
業
の
困
難
性
の
危
険
の
負
担
は
運
送
契
約
の
本
質
的
要
素
で
な
い
、
と
い
う
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
運
送
人
が
作
業
の
困
難
性
の
危
険
を
全
面
的
に
負
担
し
て
い
る
場
合
を
運
送
契
約
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、

危
険
が
契
約
当
事
者
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
て
あ
る
場
合
を
傭
船
契
約
で
あ
る
、
と
判
断
す
る
こ
と
が
直
ち
に
可
能
か
、
疑
問
が
残
る

((Tullio;

0
 p. 
cit., 
pag. 2
0
9
 e
 seg.)
。

イ
ク
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

R
o
m
a
n
e
l
l
i
 

二
六

（七

0
五）

一
九
七
九
年
に
よ
り
深
め
ら
れ

R
o
m
a
n
e
l
l
i

の
そ



よ
う
に
答
え
て
い
る
。

航
行
法
第
四
四
一
条
で
あ
る
。
そ
の
一
項
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
傭
船
は
、
傭
船
者
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
行
為
か
ら
な
る
と
り
わ
け
広
汎
な
そ
し
て
強
力
な
債
権
者
（
傭
船
者
）
の
協
力
に
よ
っ
て

特
色
づ
け
ら
れ
た
運
送
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
あ
り
、
そ
し
て
、
傭
船
者
の
協
力
は
、

と
り
わ
け
、
定
期
傭
船
の
伝
統
的
形
態
に
つ
い
て
は
、

一
般
的
に
は
、
航
行
法
第
三
九
三
条
に
規
定
さ
れ
た
商
事
使
用
に
関
す
る
指
示
を

(

3

)

 

含
む
傭
船
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
指
示
・
命
令
の
な
か
で
、
示
さ
れ
る
、
と
結
論
づ
け
う
る
。
」

傭
船
者
に
よ
る
船
舶
の
商
事
使
用
に
つ
い
て
、
航
行
法
第
三
八
四
条
、
第
三
八
七
条
、
第
三
九
一
条
お
よ
び
第
三
九
三
条
が
規
定
し
て

お
り
、
そ
の
重
要
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
第
三
八
四
条
お
よ
び
第
三
九
三
条
に
み
ら
れ
る
な
す
べ
き
航
海
を
指

示
す
る
権
限
お
よ
び
商
事
使
用
に
関
し
て
船
長
に
指
示
・
命
令
す
る
権
限
は
、
傭
船
者
の
有
す
る
権
利
の
側
面
を
も
ち
ろ
ん
有
す
る
が
、

(

4

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
の
い
う
よ
う
に
、
傭
船
者
が
な
す
べ
き
協
力
の
典
型
例
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
債
権
者
（
荷
送
人
）
の
協
力
は
、
運
送
契
約
（
箇
品
運
送
契
約
を
含
む
）
に
お
い
て
も
、
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
好
例
は
、

「
も
し
、
契
約
が
投
錨
地
点
ま
た
は
係
留
地
点
を
定
め
て
い
な
け
れ
ば
、
荷
送
人
は
、
港
長
の
処
分
あ
る
場
合
を
除
き
、
船
舶
が
危
険

な
く
到
着
し
、
碇
泊
し
そ
し
て
出
港
し
う
る
、

と
い
う
条
件
で
、
自
己
の
指
示
す
る
場
所
へ
船
舶
が
赴
く
よ
う
要
求
し
う
る
。
」

し
か
し
、
運
送
契
約
に
お
い
て
荷
送
人
に
認
め
ら
れ
て
い
る
右
の
権
限
（
協
力
と
い
っ
て
も
よ
い
）
は
、
傭
船
契
約
に
お
い
て
傭
船
者

に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
に
比
べ
て
い
か
に
も
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

R
o
m
a
n
e
l
l
i

は
、
つ
ぎ
の

傭
船
者
の
「
そ
の
よ
う
な
権
限
は
、
物
品
運
送
お
よ
び
旅
客
運
送
に
お
い
て
債
権
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
権
限

（
お
よ
び
、
負
担
）
と
は
む
し
ろ
明
ら
か
に
異
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
物
品
運
送
（
お
よ
び
、
と
り
わ
け
、
航
海

航
行
法
第
三
八
四
条
に
規
定
さ
れ
た
指
示
の
な
か
で
、

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

二
六
四

（七

0
六）



こ、＇
 傭

船
契
約
）
に
お
い
て
債
権
者
に
認
め
ら
れ
う
る
権
限
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
異
な
る
も
の
、

二
六
五

(
6
)
 

と
は
思
わ
れ
な
い
。
」
、

と
。
そ
し
て
、
さ
ら

「
運
送
の
規
定
は
、
事
実
、
運
送
債
権
者
が
運
送
人
に
対
し
て
指
示
・
命
令
を
な
し
う
る
一
連
の
権
限
（
航
行
法
第
三
八
四
条
お
よ

び
第
三
九
三
条
に
規
定
さ
れ
た
指
示
・
命
令
と
き
わ
め
て
似
か
よ
っ
た
性
質
を
有
す
る
）
を
規
定
し
て
い
る
。
」
と
も
。

R
o
m
a
n
e
l
l
i
の
再
度
の
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
送
契
約
と
傭
船
契
約
に
関
す
る
成
文
規
定
に
お
け
る
債
権
者
の
協
力
を
比
較
し
て

み
れ
ば
、
最
的
・
質
的
差
異
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、

特
色
づ
け
る
要
素
で
あ
る
協
力
の
量
的
・
質
的
差
異
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

(
8
)
 

す
る
基
準
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

と
い
う
疑
念
は
、
依
然
、
残
る
。
も
し
、
傭
船
契
約
あ
る
い
は
運
送
契
約
を

そ
の
多
少
・
重
要
性
が
運
送
契
約
と
傭
船
契
約
を
分
別

(

1

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 
In t
e
m
a
 di 
n
o
l
e
g
g
i
o
 
di 
veicoli, 
Rivista 
de! 
diritto 
della 
navigazione, 1
9
7
1
 I
,
 

pag. 1
9
1
.
 

(

2

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 
Profilo 
de! 
noleggio. 

(

3

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. cit•• 

p
a
g
.
 1
3
5
.
 

(

4

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 
1
2
6
.
 

傭
船
者
の
指
示
を
与
え
る
権
利
は
、
あ
る
結
果
の
給
付
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る

locatio
operis 

の
性
質
と
両
立
し
え
な
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る

(Pescatore;
A
p
p
u
n
t
i
 sul 
s
u
b
n
o
l
e
g
g
i
o
 
di 
n
a
v
e
 
e
 di 
aeromobile, 

Rivista 
de! 
diritto 
della 
navigazione, 1
9
5
3
 I
,
 

pag. 2
2
4
)

。

(

5

)

 

Tullio; 0
 p. cit•• 

pag. 2
1
3
.
 

(

6

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 
1
2
4
.
 

物
品
運
送
契
約
に
お
い
て
、
度
々
、
船
積
港
お
よ
び
陸
揚
港
の
選
択
権
が
荷
送
人
に
与
え
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
権
限
は
、
た
し
か
に
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
傭
船
者
の
航
海
指
示
権
限
に
類
似
す
る
も
の
、
と
い
い
う
る
。

(

7

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 1
5
0
.
 
陸
上
物
品
運
送
契
約
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
六
八
五
条
は
、
荷
送
人
に
最
初
に
指
定
さ

れ
た
荷
受
人
と
は
異
な
る
者
に
対
す
る
物
品
の
引
渡
を
要
求
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
第
一
六
八
六
条
お
よ
び
第
一
六
九
0
条
に

も
、
荷
送
人
の
指
示
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(

8

)

 

T
u
l
l
i
o
;
 0
 p. cit•• 

pag. 
2
1
4
.
 

ま
さ
に
、

Ferrarini

説
に
対
す
る
批
判
と
同
様
の
批
判
が
、

R
o
m
a
n
e
l
l
i
に
対
し
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（七

0
七）



従
来
の
統
一
説
に
対
す
る

Tullio

(

1

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
p
a
g
 2
1
4
 e
 seg. 

三
2
三

新
独
立
説

先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、

Tullio
は
、
注
目
す
べ
き
新
し
い
見
解
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
分
析
に
入
る
ま
え
に
、
そ
の
結
論
を

先
に
呈
示
す
れ
ば
、
航
行
法
第
三
八
四
条
か
ら
第
三
九
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
傭
船
契
約
と
通
常
実
務
界
に
い
う
そ
れ
と
は
別
個
の
も

の
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
運
送
契
約
と
は
全
く
別
個
の
独
立
し
た
契
約
類
型
を
形
成
す
る
が
、
後
者
は
、
定
期

傭
船
契
約
お
よ
び
航
海
傭
船
契
約
と
も
に
運
送
契
約
の
下
位
類
型
に
組
み
込
ま
れ
独
立
性
を
有
し
な
い
、

Tulli 0
は
、
傭
船
契
約
を
運
送
契
約
の
下
位
類
型
に
組
み
込
ん
で
い
る
従
来
の
統
一
説
が
二
つ
の
不
都
合
を
犯
し
て
い
る
、

識
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
統
一
説
は
、
実
務
界
に
い
う
定
期
傭
船
契
約
お
よ
び
航
海
傭
船
契
約
の
双
方
に
お
い
て
、
物
品

運
送
の
給
付
（
運
送
契
約
と
性
格
づ
け
る
に
必
要
か
つ
充
分
条
件
、

て
い
る
傭
船
契
約
も
運
送
契
約
の
下
位
類
型
と
位
置
づ
け
て
航
行
法
の
規
定
の
解
釈
を
な
し
う
る
、

一
説
は
、
運
送
契
約
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し
て
ま
だ
完
全
に
合
意
を
み
て
い
な
い
も
の
を
理
論
づ
け
の
基
礎
に
す
え
る
、

を
さ
ら
し
て
い
る
、

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
運
送
契
約
が
人
ま
た
は
物
品
の
運
送
義
務
の
み
に
よ
っ
て
で
な
く
、
目
的
地
で
の
運

送
客
体
の
返
還
義
務
に
よ
っ
て
も
特
色
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、

と
考
え
る
）
を
見
出
し
う
る
、

規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
従
来
の
統
一
説
は
存
立
し
え
な
く
な
る
、

と
す
れ
ば
、
航
行
法
に
規
定
さ
れ
た
傭
船
契
約
に
は
第
二
の
義
務
が

(
1
)
 

と
い
う
の
で
あ
る
。

の
批
判
の
概
略
が
判
っ
た
と
こ
ろ
で
、
以
下
に
、
彼
が
航
行
法
に
規
定
さ
れ
た
傭
船
契
約
の
独
立

性
を
認
め
る
理
由
を
、
そ
の
論
述
に
添
い
な
が
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

，ー，ー

船
舶
提
供
者
の
船
舶
移
転
義
務

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
・
五
号

と
す
る
の
で
あ
る
。

と
し
た
の
ち
、
航
行
法
に
規
定
さ
れ

と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
従
来
の
統

航
行
法
第
三
八
四
条
は
、
傭
船
契
約
に
お
け
る
船
舶
提
供
者
の
主
た
る
給
付
（
義
務
）
と
し
て

二
六
六

（七

0
八）

と
い
う
認

と
い
う
欠
点



「
航
海
を
成
就
す
る
義
務

(
o
b
b
l
i
g
a
z
i
o
n
e
di 
c
o
m
p
i
e
r
e
 
viaggio)
」
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
航
海
を
成
就
す
る
義
務
」
は
、

(
1
)
 

航
行
法
立
法
理
由
書
二
三
二
番
が
「
航
行
を
す
る
義
務

(
o
b
b
l
i
g
a
z
i
o
n
e
di n
a
v
i
g
a
r
e
)
」
と
い
い
か
え
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
講

学
上
、
度
々
、

「
航
行
を
す
る
義
務
」
と
表
現
さ
れ
て
き
た
。

Tulli0

に
よ
る
と
、
そ
の
た
め
か
、
こ
の
義
務
は
統
一
説
に
充
分
に
理
解

(
2
)
 

さ
れ
て
い
な
い
傾
向
に
あ
る
、
と
い
う
。
た
と
え
ば
、

な
さ
れ
る
輪
郭
形
成
は
、
傭
船
の
位
置
づ
け
を
ほ
と
ん
ど
明
確
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
作
業

(
u
n
facere) 
|
|
＇
そ
の
作
業
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
航
行
を
す
る
行
為
で
あ
り
、
人
お
よ
び
物
を
移
転
す
る
行
為
、
ま
さ
し
く
、
運
送
行
為
、
と
対
比
さ
れ
る

(
3
)
 

ー
と
再
び
む
す
び
つ
け
る
重
大
な
不
都
合
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

Tulli0

は
、
統
一
説
の
強
い
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
航
行
法
第
三
八
四
条
に
い
う
「
航
海
を
成
就
す
る
義
務
」
と
「
人
・

(

4

)

 

物
を
運
送
す
る
義
務
」
を
同
一
の
も
の
、
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
。
彼
は
、
お
そ
ら
く
、

Fiorentino
の
著
述
お
よ
び
破
棄
院
一
九

(
5
)
 

六
八
年
八
月
九
日
判
決
・
ニ
八
四
二
番
に
着
想
を
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

「
船
舶
を
移
転
す
る
義
務
」
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
明
確
な
性
格
を
一
掃
し
、
明
確
な
意
義
を
有
し
う
る
、

す
な
わ
ち
、

「
傭
船
を
〈
航
行
を
す
る
義
務
〉
を
目
的
と
す
る

locatio
operis
と
す
る
よ
く

「
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
移
転
の
、
そ
れ
故
、
作
業
の
給
付
な
の
で
あ
る
が
、
運
送
に
比
べ
て
異
な
る
の
は
給
付
の
客
体
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
人
や
物
で
は
な
く
、
船
舶
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
運
送
に
お
い
て
も
、
運
送
用
具
の
移
転
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
人

や
物
を
移
転
す
る
主
た
る
義
務
の
実
行
の
た
め
に
必
要
な
手
段
で
あ
る
。

二
六
七

と
主
張
す
る
。

一
方
、
傭
船
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
移
転
が
傭
船
者
の
主
た
る

(
6
)
 

義
務
な
の
で
あ
り
、
傭
船
契
約
を
輪
郭
形
成
す
る
た
め
の
必
要
・
充
分
条
件
な
の
で
あ
る
。
」
と
。

た
し
か
に
、
経
済
的
・
機
能
的
に
み
て
、
船
舶
の
使
用
お
よ
び
船
舶
に
積
み
込
ま
れ
る
物
・
人
に
つ
い
て
は
全
く
無
関
心
で
、
相
手
方

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

（七

0
九）

航
行
法
第
三
八
四
条
に
い
う
「
航
海
を
成
就
す
る
義
務
」
は



の
た
め
に
船
舶
の
移
転
作
業
を
し
て
傭
船
料
を
稼
ぐ
、

論
上
）
存
立
し
う
る
、
と
い
う

T
u
l
l
i
o

(
9
)
 

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
先
述
の
と
お
り
、

（七一

0
)

と
い
う
か
た
ち
で
、
船
舶
を
利
用
す
る
こ
と
に
利
益
を
見
出
し
う
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
企
業
形
態
は
、
机
上
の
理
論
と
し
て
は
想
定
し
え
て
も
、
現
実
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
と
は
別
論

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
現
在
、
こ
の
よ
う
な
航
行
法
が
予
想
し
た
傭
船
企
業
体
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
法

律
の
規
定
が
不
明
確
な
解
釈
の
余
地
を
与
え
な
い
ほ
ど
明
確
に
で
き
て
い
る
場
合
、
規
定
の
意
味
を
現
在
の
実
務
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
な

(
8
)
 

解
釈
方
法
を
採
用
し
た
く
な
い
、
と
す
る
。
そ
れ
が

T
u
l
l
i0

の
考
え
で
あ
る
。

「
船
舶
の
移
転
」
を
主
た
る
給
付
と
す
る
独
自
の
契
約
類
型
と
し
て
（
理

の
見
解
は
、
彼
自
身
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
独
立
説
を
明
確
化
・
修
正
し
た
も
の
に

「
航
海
を
成
就
す
る
義
務
」
を
「
船
舶
の
移
転
」
と
分
析
す
る
方
法
は
、
伝
統
的
な
独
立

(10) 

説
に
属
す
る

F
i
o
r
e
n
t
i
n0

に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

F
i
o
r
e
n
t
i
n
o
を
含
め
、
従
来
の
独
立
説
は
、
船
舶
を
船
舶
提
供
者
の

(11)
（

12)

（

13) 

給
付
の
客
体
と
し
て
で
は
な
く
、
手
段
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
が

T
u
l
l
i0

と
決
定
的
に
異
な
る
。

(

1

)

航
行
法
立
法
理
由
書
二
＝
三
番
「
傭
船
の
立
法
上
の
概
念
（
第
三
八
四
条
）
は
、
取
引
上
当
事
者
に
よ
っ
て
推
論
さ
れ
る
給
付
の
性
質
に
着

想
を
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
予
定
さ
れ
た
一
個
ま
た
は
数
個
の
航
海
（
航
海
傭
船
契
約
）
ま
た
は
一
定
期
間
中
傭
船
者
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る

航
海
（
定
期
傭
船
契
約
）
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
る
航
行
を
す
る
義
務
。
傭
船
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
境
界
を
接
す
る
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
る
。

個
々
の
航
海
は
傭
船
者
の
計
算
で
遂
行
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
航
行
は
船
舶
提
供
者
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
、
運
航
者
の
資
格
は
、
つ
ね
に
、
船
舶

提
供
者
に
残
っ
て
い
る
。
運
送
の
事
実
は
、
法
的
に
は
、
本
契
約
に
お
い
て
は
、
推
論
さ
れ
て
い
な
い
。
」

(

2

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 2
1
5
.
 

(

3

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 9
,
 

(

4

)

 

Fiorentino ;
 
0
 p. 
cit., 
pag. 
1
6
.
 

「
傭
船
に
お
い
て
は
、

11

航
行
“
ま
た
は
11

船
舶
の
移
転
“
は
、
船
舶
提
供
者
の
義
務
を
つ
く
す
こ
と
に

な
る
が
、
運
送
契
約
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
運
送
人
の
11

物
品
の
移
転
“
義
務
履
行
の
た
め
の
単
な
る
11

手
段
“
の
位
置
に
お
か
れ
る
。
運
送

航
行
法
に
い
う
傭
船
契
約
は
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
が
、

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

二
六
八



(2) 

イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

に
お
い
て
、

11
船
船
の
航
行
“
は
手
段
的
な
性
質
を
有
し
、
一
方
、
傭
船
に
お
い
て
は
、
究
極
的
な
性
質
を
有
す
る
。
」

(

5

)

 

Rivista 
del 
diritto 
della 
navigazione, 1
9
6
9
 
II, 
pag. 2
8
2
.
 
そ
こ
で
、
話
土
莱
院
は
、
峠
四
打
す
二
る
こ
と

(il
n
a
 vigare)
を
船
叩
舶
を
移

動
す
る
こ
と

(il
dislocare 
la 
n
a
v
e
)
と
表
現
し
て
い
る
。

(

6

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 2
1
6
.
 

(

7

)

 

Tullio; 0
 p. cit•• 

loco 
cit. 

(

8

)

 

Tullio; 0
 p. cit•• 

pag. 2
1
7
.
 

(

9

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
彼
は
、
航
行
法
立
法
理
由
書
―
―
―
-
＝
一
番
に
現
れ
た
立
法
者
の
意
見
を
尊
重
し
た
う
え
で
の
従
来
の
独
立
説
の
明

確
化
・
修
正
で
あ
る
旨
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

(
1
0
)

注
(

4

)

。

(
1
1
)
 

Fiorentino ;
 
0
 p. 
cit., 
pag. 2
,
 
L
e
f
e
b
v
r
e
 D
'
O
v
i
d
i
o
 e
 P
e
s
c
a
t
o
r
e
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 4
7
2
.
 

(
1
2
)
 

Tullio; 0
 p. cit•• 

loco cit. 
e
 seg. 
は
、
従
来
の
独
立
説
が
船
舶
を
手
段
と
し
て
き
た
こ
と
が
、
不
明
確
さ
を
生
じ
、
統
一
説
を
し
て
、

「
航
行
す
る
」
給
付
と
「
運
送
す
る
」
給
付
を
同
一
視
さ
せ
た
、
と
し
て
い
る
。

(
1
3
)
 

Tullio; 0
 p. cit•• 

pag. 
2
1
8

は
、
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
船
舶
は
当
事
者
の
利
益
の
基
準
の
中
心
で
あ
る
か
ら
、
航
行
法
第
三
八
四
条

に
よ
っ
て
特
定
の
船
舶
た
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
航
行
法
第
三
八
五
条
で
は
書
面
に
よ
る
証
拠
づ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
（
も
っ
と
も
、
書
面
に
よ
る
証
拠
づ
け
が
な
く
と
も
、
傭
船
契
約
の
有
効
性
自
体
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
）
。

人
・
物
の
移
転
義
務
の
不
存
在

も
、
手
段
的
性
質
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
、

二
六
九

傭
船
契
約
に
お
い
て
は
そ
れ
自
体
が
目
的
と
さ
れ
る
船
舶
の
移
転
は
、
運
送
契
約
に
お
い
て

と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
同
様
に
行
わ
れ
て
い
る
。
運
送
契
約
に
お
け
る
船
舶
の
移
転
が
人
・

物
の
移
転
の
た
め
の
手
段
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
は
、
何
人
も
疑
え
な
い
。
す
る
と
、
傭
船
契
約
に
お
い
て
船
舶
の
移
転
が
最
終
的
目
的

と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
傭
船
契
約
に
お
け
る
船
舶
提
供
者
は
、
人
・
物
の
移
転
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
）
を
実
証
す
れ
ば
、
傭
船
契
約
と
運
送
契
約
を
分
別
し
う
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
七
―
一
）



そ
の
た
め
に
は
、

Tulli0

に
よ
る
と
、
船
舶
提
供
者
が
人
・
物
の
移
転
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
は
、
傭
船
契
約
に
関
す
る
航
行
法
の
規

定
全
体
（
運
送
の
客
体
、
移
転
す
べ
き
人
・
物
に
つ
い
て
、
第
三
八
四
条
か
ら
第
三
九
五
条
の
い
ず
こ
に
も
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
）
よ

(
1
)
 

り
消
極
的
に
、
そ
し
て
航
行
法
第
三
九
三
条
よ
り
積
極
的
に
結
論
づ
け
う
る
、
と
い
う
。
航
行
法
第
三
九
一
＿
一
条
は
、
い
か
に
も
、
評
判
の

(
2
)
 

芳
し
く
な
い
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、

Tulli0
は
、
そ
の
明
確
な
趣
旨
は
何
ら
曖
昧
さ
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。
い
わ
く
、

「
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
傭
船
者
に
対
す
る
責
任
の
免
除
は
、

み
解
釈
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
提
供
者
は
、
船
舶
の
商
事
使
用
に
関
す
る
乗
組
員
の
い
か
な
る
（
過
失
あ
る
も
の
も
）
行
為
に
つ

い
て
も
完
全
に
無
関
係
で
あ
り
、
そ
の
商
事
使
用
に
関
し
て
は
全
く
傭
船
者
に
対
し
義
務
を
負
わ
な
い
。

船
舶
の
商
事
使
用
は
（
通
常
）
人
・
物
の
移
転
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
つ
ぎ
の
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

船
舶
提
供
者
は
、
商
事
使
用
と
は
無
関
係
で
あ
り
そ
れ
に
関
し
て
乗
組
員
の
い
か
な
る
行
為
も
供
給
し
な
い
の
で
、
人
・
物
の
移
転
に
関

(
3
)
 

す
る
義
務
・
責
任
も
一
切
負
担
し
な
い
。
」
と
。

こ
の
よ
う
な

Tullio

の
考
え
は
、
運
送
企
業
と
航
行
企
業
を
分
別
す
る
伝
統
的
な
方
法
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
航
行
法
立
法
者

が
傭
船
契
約
を
構
成
す
る
に
際
し
着
想
を
え
た
そ
の
分
別
方
法
を
決
し
て
過
少
評
価
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
る
、
立
法
者
の
意

「
船
舶
提
供
者
は
物
品
自
体
の
移
転
義
務
を
負
わ
な
い
、

思
に
忠
実
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
け
て
い
わ
く
、

関
法
第
三
六
巻
第
三
・
四
•
五
号

船
舶
提
供
者
に
よ
る
物
品
の
所
持
の
主

（
七
―
―
―
)

つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の

と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
傭
船
者
が
商
事
使
用
を
し
な
が
ら
偶
然
的
に
船
舶

に
積
み
込
み
う
る
物
品
に
つ
い
て
船
舶
提
供
者
に
こ
の
よ
う
に
し
て
認
め
ら
れ
た
無
責
任
は
、

観
的
地
位
の
不
存
在
を
き
わ
め
て
正
当
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

E
u
g
e
n
i
o
Spasiano 
ま、

',, 

つ
ぎ
の
よ
う
に
正
し
く
認

め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
傭
船
に
お
い
て
は
、
船
舶
提
供
者
に
対
す
る
物
品
の
引
渡
は
な
い
の
で
、
そ
の
保
管
は
な
い
。
保
管
は
、
船
舶

二
七

0



(
4
)
（

5
)
 

提
供
者
・
連
航
者
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
傭
船
者
・
運
送
人
の
た
め
に
船
長
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
」
と
。

(
6
)
 

「
船
舶
提
供
者
は
、
そ
の
使
用
人
で
あ
る
乗
組
員
を
介
し
て
運
送
品
を
所
持
す
る
者
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ

「

Romalli

二
七

の
立
場
は
、
む
し
ろ
、
＇
航
行
法
第
三
九
三
条
二
項
の
規
定
に
似
た
規
定
に
出
会
う
こ
と
の
な

(
7
)
 

い
c
h
a
r
t
e
r
p
a
r
t
y

の
規
定
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
。
」
と
答
え
て
い
る
。

11~1
―2
 1
0
で
み
た
よ
う
に
、
航
行
法
第
三
九
三
条
二
項
は
、
使
用
人
の
行
為
に
関
す
る
使
用
者
責
任
の
原
則
を
排
す
る
規
定
で
あ

る
。
そ
の
解
釈
と
し
て
は
、
船
長
・
乗
組
員
は
乗
組
契
約
に
よ
り
船
舶
提
供
者
に
従
属
し
傭
船
者
に
は
従
属
し
な
い
と
す
る
の
が
一
般
的

(
8
)
 

で
あ
る
。
長
文
に
な
る
が
、
以
下
に
、

Tulli0

の
分
析
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
立
法
者
は
、
航
行
企
業
と
運
送
企
業
の
分
離
原
則
に
立
ち
、
船
舶
の
商
事
使
用
を
傭
船
者
に
認
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
傭
船
者
に
船

舶
の
商
事
使
用
を
認
め
る
た
め
、
唯
一
の
方
法
と
し
て
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
企
業
を
実
行
す
る
う
え
で
の
傭
船
者
の
指
示
に
し

た
が
う
法
的
義
務
を
船
長
・
乗
組
員
に
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

船
長
・
乗
組
員
の
船
舶
の
商
事
使
用
に
関
す
る
傭
船
者
の
指
示
に
服
従
す
べ
き
義
務
は
、
そ
の
甚
盤
を
法
律
の
み
に
お
い
て
い
る
。
乗

組
員
と
傭
船
者
の
あ
い
だ
に
は
契
約
上
の
直
接
的
な
関
係
は
な
く
、
ま
た
、
乗
組
員
は
、
乗
組
契
約
を
介
し
て
あ
る
い
は
傭
船
契
約
か
ら

生
じ
る
船
舶
提
供
者
の
乗
組
員
の
行
為
の
供
給
義
務
を
介
し
て
傭
船
者
の
指
示
に
し
た
が
う
の
で
も
な
い
。
義
務
は
、
法
律
に
そ
の
基
盤

を
お
い
て
お
り
、
そ
れ
故
、
そ
の
違
反
、
す
な
わ
ち
、
商
業
上
の
過
失
が
あ
っ
た
場
合
、
行
為
者
は
、
．
一
般
原
則
に
し
た
が
い
、
被
害
を

う
け
た
傭
船
者
に
対
し
直
接
的
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
原
則
は
、
破
棄
院
一
九
五
八
年
一

0
月
二
七
日
判
決
・
三
四
九
五
番
に
お
い
て
、
明
確
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
…
…
船
長
・
乗
組

員
の
商
事
使
用
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
船
舶
提
供
者
の
無
責
任
は
、
船
長
が
運
送
人
の
法
定
代
理
人
と
し
て
第
一
＝
者
と
な
す
取
引
行

イ
ク
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

れ
に
対
し
て
、

Tullio
ま、
,'' 

Romanelli
は、

（
七
一
三
）



二
七
ニ

(
9
)
 

為
、
と
り
わ
け
、
運
送
人
の
た
め
に
な
す
船
荷
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
も
、
当
然
、
拡
張
す
べ
き
で
あ
る
。

船
長
は
、
航
行
法
第
四
五
八
条
二
項
お
よ
び
第
四
六

0
条

a
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
傭
船
者
・
運
送
人
の
名
に
お
い
て
、
そ
の

法
定
代
理
人
と
し
て
、
船
荷
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
逆
に
、
船
舶
提
供
者
の
名
に
お
い
て
船
荷
証
券
を
発
行
す
れ
ば
、

船
長
は
、
法
律
に
よ
り
彼
に
与
え
ら
れ
た
運
航
者
の
代
理
権
限
を
躁
越
し
た
こ
と
に
よ
り
、

(10) 

任
を
負
う
。
」

（
七
一
四
）

イ
タ
リ
ア
民
法
第
ニ
―
―
九
八
条
に
基
づ
き
責

二

2
二

2
-
0
で
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
船
長
・
乗
組
員
の
行
為
に
関
す
る
航
行
法
の
規
定
と

0
通
常
み
ら
れ
る
）
定
期
傭
船
契
約
書

(

1

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 

(

2

)

 

Righetti; 0
 p. cit., 
loco cit., 
Silvio D
e
 F
a
n
a
;
 L
a
 c
o
l
p
a
 c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 e
 la c
o
l
p
a
 nautica in relazione alla responsabilita 

dell'armatore 
n
o
l
e
g
g
i
a
n
t
e
 
p
e
r
 l'atto 
illecito 
del 
c
o
m
a
n
d
a
n
t
e
 della nave, Rivista 
del 
diritto 
della 
navigazione, 1
9
5
2
1
,
 

pag. 3
7
.
 

(

3

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 2
1
9
.
 
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
控
訴
院
一
九
六
九
年
一
月
一
四
日
判
決
•
Diritto 
marittimo, 1
9
7
0
,
 
pag. 
116. 

(

4

)

 

S
p
a
s
i
a
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 2
5
5
.
 

(

5

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 2
2
0
.
 

(

6

)

 

R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 1
6
4
.
 
船
舶
を
所
持
す
る
者
が
運
送
品
の
所
持
人
で
も
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
は
合
理
的
で
あ
る
、
と
も
い
う
。

(

7

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
n
o
t
a
 7
2
.
 

(

8

)

 

D
e
 F
a
n
a
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 3
9

は
、
船
長
・
乗
組
員
は
傭
船
者
の
商
事
使
用
の
履
行
補
助
者
に
な
る
、
と
解
す
る
。
ま
た
、

Giacinto
Auriti ;
 

C
o
n
t
r
i
b
u
t
o
 allo studio del contratto di 
n
o
l
e
g
g
i
o
 ̀
ァ
{
ilano 1
9
7
1
,
 
pag. 3
3
±
e
、

「

鉛

i
長
は
、
庫
呻
船
心
去
8

の
学
生
ホ
シ

J

辛

{ft面
？
ャ
い
げ

i‘
碑
呻
船
心

者
が
追
及
す
る
経
済
的
目
的
に
よ
っ
て
機
能
的
に
限
定
さ
れ
た
権
限
の
範
囲
に
お
い
て
、
傭
船
者
に
も
服
従
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
余
り
に
も

明
白
で
あ
る
」
と
の
べ
て
、
船
長
は
、
船
舶
提
供
者
お
よ
び
（
限
定
さ
れ
た
範
囲
な
が
ら
）
傭
船
者
の
双
方
に
服
従
す
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

式
の
規
定
は
、
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

関
法

第
三
六
巻
―
―
-
•
四
·
五
号



イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約

に
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項
は
、

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
控
訴
院
一
九
五
五
年
五
月
一
五
日
判
決
•
R
i
v
i
s
t
a
del 
diritto 
della 
navigazione, 1
9
5
6
 
II, 
pag. 6
5
.
 

T
u
l
l
i
o
;
0
p
.
 
cit., 
pag. 2
2
1
 
e
 seg. 

わ
れ
わ
れ
は
、
航
行
法
の
傭
船
契
約
の
規
定
の
内
容
お
よ
び
航
行
法
上
の
傭
船
契
約
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
学
説
の
い
く
つ
か
を
み
て

ま
ず
、
航
行
法
の
傭
船
契
約
の
規
定
を
通
覧
す
る
と
、

に
い
う
本
船
使
用
条
項
の
再
現
を
試
み
た
規
定
で
あ
り
、
本
船
使
用
条
項
と
と
く
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に

反
し
、
二
項
は
、
特
異
で
あ
る
。
通
常
、
定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、
本
船
使
用
条
項
と
関
連
し
て
、
補
償
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、

っ
て
い
る
。
通
常
の
定
期
傭
船
契
約
書
の
補
償
条
項
に
よ
る
と
、
船
長
は
、
傭
船
者
と
直
接
的
関
係
に
立
た
ず
、
船
長
の
商
業
上
の
過
失

に
つ
い
て
、
船
舶
提
供
者
が
傭
船
者
に
対
し
て
責
を
負
う
。

船
者
に
対
し
て
責
を
負
う
、

航
行
法
に
定
め
ら
れ
た
（
定
期
）
傭
船
契
約
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
運
送
契
約
（
の
下
位
類
型
）
と
す
る
立
場
と
運
送
契
約
と
は

別
個
の
契
約
と
す
る
立
場
が
、
対
立
し
て
い
る
。
前
者
は
、
航
行
法
に
い
う
傭
船
契
約
を
現
実
に
は
発
見
し
え
な
い
点
を
指
摘
す
る
。
後

者
は
、
航
行
法
の
立
法
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
。
両
者
の
対
立
は
、
近
々
の
う
ち
に
解
消
し
う
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、

き
た
。

(

9

)

 

(10) 

四

結

語

と
り
わ
け
、
第
三
九
三
条
の
特
異
さ
に
注

H
さ
せ
ら
れ
る
。

一
項
は
、
実
務
界

一
項
（
本
船
使
用
条
項
）
と
明
ら
か
に
関
連
性
を
有
し
な
が
ら
、
実
務
界
に
い
う
補
償
条
項
と
は
異
な
っ
た
内
容
の
規
定
と
な

一
方
、
二
項
に
よ
る
と
、
船
長
は
、
自
己
の
商
業
上
の
過
失
に
つ
い
て
、
傭

(
1
)
 

と
解
さ
れ
る
。
第
三
九
三
条
は
（
定
期
）
傭
船
契
約
を
解
く
鍵
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
あ
た
り

二七―――

（
七
一
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T
u
l
l
,
 



(

1

)

 

決
不
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
疑
問
を
解
く
作
業
は
別
稿
に
お
い
て
な
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、

i
0

が
示
唆
に
富
む
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
航
行
法
に
い
う
傭
船
契
約
は
、
前
者
の
主
張
す
る
と
お
り
、
＇
現
実
に
は
発
見
し
え
な

い
が
、
航
行
法
の
立
法
者
の
意
図
し
た
と
お
り
理
論
的
に
は
成
立
し
う
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

航
行
法
の
規
定
を
な
が
め
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
後
者
の
い
う
よ
う
に
、
航
行
法
に
い
う
「
船
舶
提
供
者
が
運
送
客
体
の
場
所
的
移
転

義
務
を
負
担
せ
ず
航
海
を
な
す
義
務
を
負
担
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
傭
船
契
約
の
独
自
性
を
承
認
す
る
こ
と
は
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
航
行
法
の
立
法
者
の
意
図
し
た
よ
う
な
傭
船
契
約
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
か
を
別
に
し
た
理
論

の
う
え
で
の
こ
と
」
と
い
う
留
保
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
、
＿
航
行
法
の
傭
船
契
約
の
規
定
の
概
略
と
航
行
法
上
の
傭
船
契
約
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
学
説
の
対

立
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
航
行
法
の
立
法
者
の
意
図
し
た
よ
う
な
傭
船
契
約
は
現
実
に
存
在
し
て
い
な
い
、
と
い
う
疑

問
は
、
依
然
、
解
け
て
い
な
い
。
こ
の
疑
問
は
、
実
務
界
で
現
実
に
使
用
さ
れ
て
い
る
定
期
傭
船
契
約
書
を
分
析
す
る
こ
と
な
し
に
、
解
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